
（平成２３年６月２９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 38 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 26 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 55 件

国民年金関係 22 件

厚生年金関係 33 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 5719 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年２月から 61 年３月までの期間及び同年６月から同年 12

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 60年２月から 61年３月まで 

② 昭和 61年６月から同年 12月まで 

私は、昭和 46 年４月に結婚後、義母に勧められて、国民年金の加入手続

を行った。加入手続後、最初の頃は集金人に、その後は納付書により、夫

婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付していた。私は、申立期間当時、

必ず夫婦二人分の保険料を納付しており、一緒に納付していた夫は、申立

期間の保険料が納付済みとされているにもかかわらず、私の当該期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納

付している上、その後の国民年金第３号被保険者への種別変更手続も適切に

行っているなど、保険料の納付意識が高かったものと考えられる。 

   また、申立人が一緒に納付したとするその夫は、申立期間①及び②の国民

年金保険料が納付済みである上、当該期間前後の期間の申立人及びその夫の

保険料の納付状況が一致している形跡がうかがえることから、納付意識の高

かった申立人が、その夫の保険料と同様に、当該期間の保険料を納付してい

たと考えても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5720 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年８月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53年８月から 54年３月まで 

私は、昭和 53 年７月に会社を退職した後、区役所で国民年金の加入手続

を行った。申立期間の国民年金保険料については、加入手続を行った際に、

来年度からは定期的に納付書が届く旨の説明を受け、その納付書とは別の

形状の納付書により、区役所又は金融機関で納付していた。加入手続後、

未納が無いように保険料を納付していたにもかかわらず申立期間の保険料

が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、納付書により区役所又は

金融機関で納付していたと主張しているところ、申立人が国民年金の加入手

続を行った時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入

被保険者の被保険者資格取得日から、昭和 54 年９月頃と推認でき、その時

点では申立期間の保険料については過年度納付により納付することが可能で

あった上、申立人が納付していたとする金融機関は当時実在し、保険料を収

納していたことが確認できることから、申立内容に特段不合理な点は認めら

れない。 

   また、申立人は、申立期間後の国民年金保険料を全て納付し、保険料を前

納及び口座振替により納付している期間も確認できる上、転居に伴う国民年

金の住所変更手続についても適切に行っていることが確認できることから、

申立人の保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5721 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年２月及び同年３月 

私は、昭和 57 年１月に会社を退職し、すぐに町役場で国民年金及び国民

健康保険の加入手続を行った。国民年金保険料については、その場で納付

できる保険料を納付し、残りの期間の保険料については、後日、郵送され

てきた納付書により、金融機関で納付していた。 

私は、過去に複数回、私の国民年金保険料の納付状況を確認したが、そ

の都度、「未納は無い。」という回答を得ていたにもかかわらず、申立期

間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年１月に会社を退職した後、町役場で国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を納付したと主張しているところ、申立人の国民

年金の加入手続は、当時、申立人が居住していた町の被保険者名簿によると、

同年８月に行われたことが確認できるものの、その時点で申立期間は過年度

納付により保険料を納付することが可能な期間であった上、申立人は、申立

期間の保険料の納付書と、同年４月以降の納付書が異なった様式であったこ

とを記憶していることから、申立人の主張は不合理ではない。 

   また、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を

全て納付している上、保険料を前納している期間もあることから、保険料の

納付意識は高かったものと認められるとともに、申立期間は２か月と短期間

である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5722 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年２月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 49年２月から同年６月まで 

② 昭和 52年２月から 53年１月まで 

申立期間①について、私は、会社を退職後、市役所で、国民年金の加入

手続を行い、次の会社に入るまで、国民年金保険料を納付していた。 

申立期間②について、会社を退職後の昭和 52 年２月に、当該期間の始期

に居住していた市の市役所で国民年金の加入手続を行い、国民年金第３号

被保険者となるまでの間、国民年金保険料を定期的に納付していた。 

私は、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたにもかかわら

ず、当該期間が未加入とされ、保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人の旧姓による氏名及び生年月日と一致する

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていることが判明し、国民年金手

帳記号番号払出簿によると、その番号は、申立人が当該期間当時居住して

いたとする市に払い出されている。オンライン記録では、当該手帳記号番

号に係る国民年金の被保険者資格取得日は、申立人の基礎年金番号に係る

当該期間直前の厚生年金保険の被保険者資格喪失日と一致し、国民年金の

被保険者資格喪失日は、当該期間直後の厚生年金保険の被保険者資格取得

日と一致していることに加え、申立人は、当該期間直前に勤務していた会

社を退職後、市役所で、国民年金の加入手続を行ったとしているが、上述

の手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資

格取得日から、昭和 49 年２月に行われたと推認されるその手帳記号番号に



 

  

係る国民年金の加入手続時期は、申立人の主張する時期と一致しており、

当該手帳記号番号は申立人に付番された番号であったと考えられる。 

    また、上述の国民年金手帳記号番号に係る国民年金保険料の納付記録で

は、国民年金に加入した当初の昭和 49 年２月及び同年３月の保険料が納付

済みとなっており、その後の同年４月から同年６月までの保険料は未納と

なっているものの、申立人が、国民年金の加入手続を行い、当初の２か月

のみの保険料を納付し、その後の３か月の保険料を納付しなかったとは考

えにくく、申立人が、当該手帳記号番号により、同年４月から同年６月ま

での保険料を納付していたと考えても、特段不合理ではない。 

 

  ２ 一方、申立期間②について、申立人は、会社を退職後の昭和 52 年２月に、

当該期間の始期に居住していた市で、国民年金の加入手続を行ったとして

いるが、申立人の年金手帳及び申立人が当該期間の終期に居住していた市

の国民年金被保険者名簿では、申立人が、当該期間直後の 53 年２月に、同

市で、国民年金に任意加入していることから、申立人の主張とは一致せず、

申立人は、当該期間において、国民年金の加入手続を行っておらず、当該

期間当時、国民年金保険料を納付することもできなかったと考えられる上、

申立人が国民年金に任意加入した同年同月の時点において、その夫が、厚

生年金保険の被保険者であり、申立人は、任意の未加入期間となる当該期

間の保険料を遡って納付することもできない。 

    また、申立人は、申立期間②当時、定期的に、国民年金保険料を納付し

ていたとしているが、申立人は、当該期間を通じて、複数の自治体に居住

していたとしており、複数の行政機関が、複数回にわたり、事務処理を誤

るとは考えにくい。 

    さらに、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 49 年２月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5723 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成９年４月及び同年５月 

私が 20 歳になった頃に、母親が市役所の出張所で私の国民年金の加入手

続を行ったと聞いていた。申立期間の国民年金保険料については、催告状

が届いたので、納付書を発行してもらい、数回にわたり遡って金融機関で

納付した。最初に納付したときは、申立期間直前の期間と合わせて６万円

ぐらいの保険料を２枚の納付書で納付したにもかかわらず、申立期間の保

険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、催告状が届いたので、納

付書を発行してもらい、数回にわたり遡って納付したと主張しているところ、

申立人のオンライン記録によると、申立期間前後の期間の保険料を過年度納

付により納付していることが確認できることから、申立期間の保険料につい

ても、過年度納付により納付したと考えても不自然ではない。 

   また、申立人は、申立期間直前の期間と合わせて６万円ぐらいの国民年金

保険料を２枚の納付書で納付したと主張しているところ、その保険料額は、

申立期間直前の期間の保険料と申立期間の保険料を一緒に納付した場合の金

額とおおむね一致していること、申立期間直前の平成９年１月から同年３月

までの保険料は、10 年３月 26 日に過年度納付されていることから、その時

点で現年度となる申立期間の保険料とは別の納付書となることから、申立人

の主張に信憑
ぴょう

性がうかがえる上、当時、申立人は、厚生年金保険の被保険者

であり、保険料を納付するだけの資力があったものと考えられ、申立期間の

保険料の納付が困難であったことをうかがわせる特段の事情も見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間に国民年金保険料の



 

  

未納は無い上、厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切に行っている

ことから、保険料の納付意欲は高かったものと認められるとともに、申立期

間は２か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5724 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年８月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年８月から 49年３月まで 

私の母親は、私が 20 歳のときに、当時居住していた区の区役所の出張所

で私の国民年金の加入手続を行い、私が結婚するまで、母親の国民年金保

険料と一緒に、私の保険料を区役所の出張所で納付してくれていたと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続を行い、自身の国民年金保険料と一緒に申立

人の保険料を納付していたとされるその母親は、昭和 36 年４月に国民年金

に任意加入してから、２か月を除き保険料の未納は無く、保険料の納付意識

は高かったものと考えられる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入

被保険者の資格取得時期から、申立人の加入手続時期は、昭和 50 年５月で

あると推認でき、現に納付済みとされている 49 年４月から 50 年３月までの

国民年金保険料は過年度納付したものと考えられ、加入手続時期と推認され

る同年５月の時点において、申立期間は過年度納付することが可能な期間で

あり、保険料の納付意識が高いと考えられるその母親が、８か月と短期間で

ある当該期間の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5725 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

私は、国民年金制度が発足したときに国民年金の加入手続を行った。加

入手続後の国民年金保険料については、私の妻が１か月当たり 100 円を自

宅に来ていた集金人に納付していた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、国民年金制度が発足したときに国民年金の加入手続を行い、

加入手続後の国民年金保険料については、自宅に来ていた集金人に納付し

ていたと主張しているところ、申立人が国民年金の加入手続を行った時期

は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入被保険者の資

格取得日から、国民年金制度発足前の昭和 35年 10月から 36年３月までの

間と推認でき、申立内容と一致する上、申立期間当時、申立人が居住して

いた区では 37 年７月から集金人制度が存在していたことが確認できること

から、申立人が昭和 37 年度当初である昭和 37 年４月から保険料を納付し

ていたとしても不自然ではない。 

    また、申立人が納付していたとする国民年金保険料額は、申立期間当時

に実際に納付した場合の保険料額と一致している上、その妻は、「申立期

間当時は、義姉が所有する住宅に入居していたので家計に余裕があり、私

が夫の保険料を集金人に納付していた。」旨証言している。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間につい

ては、上述のとおり、申立期間当時、申立人が居住していた区では集金人



 

  

制度が存在しなかったことが確認できる上、申立人は集金人以外に国民年

金保険料を納付した記憶は無いとしていることから、申立人が当該期間の

保険料を納付していたとは考えにくい。 

    また、申立人が申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年３月までの国

民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5726 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から 49年３月まで 

私は、昭和 44 年７月頃、当時居住していた市の市役所で夫婦二人分の国

民年金の加入手続を行った。 

国民年金保険料については、私が夫婦二人分の保険料を集金人へ納付し

ていた。 

一緒に納付していた元妻の国民年金保険料は納付済みとされているにも

かかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「私が、市役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続を行い、夫

婦二人分の国民年金保険料を集金人へ納付していた。」と述べているが、確

かに、申立人及び申立人の元妻は、国民年金手帳記号番号が連番で払い出さ

れており、一緒に保険料を納付していたとする元妻は、申立期間の保険料が

納付済みとされている。 

   また、申立人が、申立期間当時居住していた市では、集金人による国民年

金保険料の徴収が行われていたことが確認でき、申立人の主張する保険料納

付方法と一致している上、申立期間を除き、国民年金加入手続後の保険料を

全て納付しているなど、保険料の納付意識が高かったと認められる申立人が、

当該期間のみ保険料を納付しなかったとは考え難い。 

   さらに、申立期間は１回、かつ６か月と短期間であり、申立期間の前後を

通じ、申立人の住所及び職業に変更は無く、生活状況に大きな変化は認めら

れない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5727 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年４月から同年６月まで 

私が 20 歳になった平成３年＊月、市役所から国民年金の加入を促す手紙

が送付されてきたので、私の母親が市役所で私の国民年金の加入手続を行

った。 

申立期間の国民年金保険料については、私が会社に勤めていた平成５年

頃、未納となっていた保険料を納付するよう納付書が送られてきたので、

平成４年度の 12か月分の保険料、10万円程度を金融機関で納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成５年頃、平成４年度の国民年金保険料の納付書が送られて

きたので、未納であった 12 か月分の保険料、10 万円程度を金融機関で納付

したと主張しているところ、申立人が納付したとする保険料額は、申立期間

を含む同年度の保険料を実際に納付した場合の金額とおおむね一致している

ことから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人は、申立期間後は複数回にわたって厚生年金保険から国民年

金への切替手続を適切に行っており、申立期間を除く国民年金加入期間の国

民年金保険料を全て納付している上、前納している期間もあるなど、保険料

の納付意識は高かったものと認められるとともに、申立期間は３か月と短期

間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5728 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年 12 月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年 12月 

私が会社を退職した平成２年９月頃、妻が区役所で私の国民年金の加入

手続を行った。国民年金保険料については、妻が納付書により夫婦二人分

を金融機関で納付していた。 

申立期間について、妻の国民年金保険料は納付済みとなっているのに、

私の保険料だけが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その妻が夫婦二人分の国民年金保険料を金融機関で一緒に納付

していたと主張しているところ、申立人及びその妻のオンライン記録による

と、申立期間直前の平成２年９月から同年 11 月までの保険料を夫婦共に現

年度納付により納付し、その妻の申立期間の保険料については、過年度納付

により納付していることが確認できることから、その妻が当該期間の申立人

の保険料を過年度納付により納付したと考えても不自然ではない。 

   また、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたとする申立人の妻は、

国民年金に任意加入している期間もあり、国民年金加入期間に保険料の未納

は無い上、「私が夫婦二人分の保険料を納付していたので、夫（申立人）だ

けが未納となっているはずがない。」と証言しているとともに、申立期間は

１か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5729 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年７月から同年９月まで 

私は、昭和 56 年７月に会社を退職し、国民年金に加入した。申立期間の

国民年金保険料については、母親が納付してくれた。当時の手帳の同年８

月 31 日のページに、「年金（Bank へ）。」と書いてあることから、同年

同月同日に保険料を納付する母親に付き添って銀行に行ったと思う。 

昭和 57 年３月に転居し、同年１月から同年３月までの国民年金保険料を

同年７月３日に社会保険事務所（当時）で納付した際、「これを払えば全

部払っていることになりますね。」と尋ねたところ、「大丈夫です。」と

言われたことを憶
おぼ

えている。また、平成５年当時居住した市でもらった

「国民年金保険料納付記録」でも、申立期間の保険料は納付済みと記録さ

れている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 56 年７月に会社を退職し、間を空けずに国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料については、その母親が銀行で納付してくれたと

思うと述べている。申立人の国民年金手帳記号番号の数番後の被保険者が同

年８月４日に任意加入被保険者として資格取得していることから、申立人は

同年同月同日までには国民年金の加入手続を行っていたと推認されることに

加え、申立人が同年に使用していたとする手帳の同年同月 31 日の欄に、

「年金 （Bank へ）。」と記載があり、同手帳は当時のものと認められるこ

とから、申立内容に不自然さは認められない。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付したとする申立人の母親は、昭和

38 年４月から夫婦共に保険料を納付し、その後の加入期間のほとんどの保険



 

  

料を納付していることから、国民年金に関する意識及び保険料の納付意識は

高かったものと認められ、このような母親が、申立人が国民年金の加入手続

を行った時点の３か月と短期間である当該期間の保険料を納付しなかったと

は考え難い。 

   さらに、申立人は昭和 57 年７月に、同年１月から同年３月までの国民年金

保険料を社会保険事務所で納付した際、ほかに未納は無いか確認したところ、

未納は無いと回答があったことを憶
おぼ

えている旨述べていることを踏まえると、

その時点において、申立期間の保険料は納付済みとされていたと考えても不

合理ではなく、平成５年に申立人が居住した市で同年に作成されたと考えら

れる「国民年金保険料納付記録」でも、申立期間の保険料は納付済みとされ

ていたことが確認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5730 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 49 年４月の国民年金保険料及び同年８月から 54 年 10 月ま

での付加保険料については、納付していたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 49年４月 

② 昭和 49年８月から 54年 10月まで 

私は、昭和 48 年９月に、社会保険事務所（当時）の職員の勧めもあり、

区役所で国民年金の任意加入手続を行い、区役所で定額保険料を納付して

いた。49 年５月からは、付加保険料も納付することとし、主に私が、区役

所で定額保険料及び付加保険料を納付していたが、店に来た銀行の担当者

に納付を依頼したことや夫に金融機関で納付してもらったこともあったと

思う。申立期間①の定額保険料及び申立期間②の付加保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年９月に、社会保険事務所の職員の勧めもあり、区役所

で国民年金の任意加入手続を行い、定額保険料を納付していたと主張してい

るところ、申立期間①の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされてお

り、その前後を通じて、申立人の住所及びその夫の職業に変更は無く、生活

状況に大きな変化は認められないことから、途中の１か月と短期間である申

立期間①の定額保険料が未納とされているのは不自然である。 

   また、申立人は、昭和 49 年５月からは、付加保険料も納付することとし、

主に申立人が、区役所で定額保険料及び付加保険料を納付していたが、店に

来た銀行の担当者に納付を依頼したことや夫に金融機関で納付してもらった

こともあったと思うと主張しているところ、ⅰ）申立人は、同年同月に、Ａ

区において、付加保険料の納付の申出を行っていることが、申立人が所持す

る国民年金手帳により確認できること、ⅱ）申立人は、同年同月に、申立期



 

  

間②直前の同年５月から同年７月までの付加保険料を納付していることが、

申立人が所持する領収書により確認できること、ⅲ）当該期間の付加保険料

の納付記録は、平成 23 年２月に追加されていることが、オンライン記録に

より確認でき、行政側の記録管理が適切に行われていなかったものと認めら

れること、ⅳ）申立人は、昭和 49 年 11 月にＢ区に転居していることが、申

立人が所持する国民年金手帳により確認できることから、申立期間②のうち、

申立人が、Ａ区に居住していた３か月と短期間である同年８月から同年 10

月までの付加保険料を納付していたと考えても、特段不合理な点は認められ

ない。 

   さらに、ⅰ）申立人は、申立期間②当初の昭和 49 年 11 月に、Ａ区からＢ

区へ転居しているが、付加保険料を納付することについての動機が明確であ

り、付加保険料の納付の申出を行った僅か６か月後である同年同月に、付加

保険料の納付をやめたと考えるのは不自然であること、ⅱ）上記のとおり、

申立人は、Ａ区に居住していた間は、付加保険料を納付していたものと推認

できること、ⅲ）申立人は、Ｂ区からＣ区に転居した申立期間②直後の 54

年 11 月から 60 年 11 月までの付加保険料を納付していることから、申立人

が、申立期間②のうち、49 年 11 月から 54 年 10 月までの付加保険料を納付

していたと考えても、特段不合理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①の国民

年金保険料及び申立期間②の付加保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5935 

 

第１ 委員会の結論 

   Ａ事業所の事業主は、申立人が昭和 17 年６月１日に厚生年金保険被保

険者の資格を取得し、19 年４月１日に同資格を喪失した旨の届出を、Ｂ

社Ｆ工場（現在は、Ｅ社）の事業主は、申立人が同年４月１日に厚生年金

保険被保険者の資格を取得し、20 年８月 31 日に同資格を喪失した旨の届

出を、それぞれ、社会保険事務所（当時）に行ったことが認められること

から、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 17 年６月から 19 年３

月までは１万円、同年４月及び同年５月は 40 円、同年６月から 20 年７月

までは 70 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17 年６月１日から 20 年８月 31 日まで 

    私は、Ｃ県Ｄ市にあったＡ事業所に入社し、Ｇ職として住み込みで勤

務し、昭和 19 年にＨ県のＦ工場へ疎開のため移り、20 年８月 30 日ま

で勤務していたにもかかわらず、当該期間の厚生年金保険被保険者記録

が無い。給与明細書等は無いが、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、申立人

と同姓同名で、生年月日が２年相違する者の記録（資格取得年月日及び標

準報酬月額の記載無し、資格喪失日は昭和 19 年４月１日）が確認できる。 

   また、上記被保険者記録に係る労働者年金保険被保険者台帳索引票によ

ると、当該被保険者の労働者年金保険被保険者資格の取得日は、昭和 17

年１月１日となっており、当該被保険者は労働者年金保険法が施行された

同年６月１日以降はＡ事業所の労働者年金保険被保険者であったことが確

認できる上、同索引票の裏面には、当該被保険者に係る手帳記号番号が、



                      

  

申立期間以降に申立人が勤務した事業所において、厚生年金保険被保険者

資格を取得した際に払い出された手帳記号番号と重複している旨の記載が

確認できる。 

   さらに、Ｂ社Ｆ工場に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿におい

て、申立人と同姓同名で、生年月日が２年相違するものの、上記索引票の

手帳記号番号と同一で、かつ、生年月日が一致する者の記録（資格取得日

は昭和 19 年４月１日、資格喪失日は 20 年８月 31 日）が確認できる。 

   加えて、Ａ事業所及びＢ社Ｆ工場に係る健康保険労働者年金保険被保険

者名簿に労働者年金保険被保険者資格の記録があり、申立人を記憶してい

る同僚は、勤務期間は不明としているものの、「申立人は正社員で私と同

様の業務内容だった。」と証言している。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録はいずれも申立人の

記録であり、Ａ事業所の事業主は、申立人が昭和 17 年６月１日に厚生年

金保険被保険者資格を取得し、19 年４月１日に同資格を喪失した旨の届

出を、Ｂ社Ｆ工場の事業主は、申立人が同年４月１日に厚生年金保険被保

険者資格を取得し、20 年８月 31 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、昭和 17 年６月から 19 年３月までの標準報酬月額については、厚

生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78

号）附則第３条の規定に準じ１万円、同年４月から 20 年７月までの標準

報酬月額については、上記の被保険者名簿から、19 年４月及び同年５月

は 40 円、同年６月から 20 年７月までは 70 円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5936 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（32 万円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 32 万円に訂正

することが必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年 10 月１日から 53 年 10 月１日まで 

    ねんきん定期便によると、私の厚生年金保険の標準報酬月額について、

昭和 52 年 10 月から 53 年９月までの期間の金額が、その前後の期間に

比べて著しく低額となっている。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録及びＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、11

万円と記録されており、申立期間前後の期間における標準報酬月額（32

万円）と比べ、著しく低額となっている。 

   これに対し、申立人は、当時のＡ社における給与は毎年増加しており、

減額されるような事実は無かったと主張しているところ、Ｂ社から提出さ

れた人事記録により、申立人の給与は昭和 33 年４月１日に入社してから

51 年４月まで昇給している上、52 年４月１日にＤ職に昇格していること

が確認できる。 

   また、Ａ社Ｃ支店において、昭和 52 年の定時決定対象者 108 名のうち、

減額による等級変更は４名のみであり、104 名は等級変更が無い。 

   さらに、申立人が名前を挙げた同僚の標準報酬月額は、上記の被保険者

原票により、昭和 51 年 12 月１日の随時改定及び 52 年の定時決定は上限



                      

  

額である 32 万円と記録されている上、別の同僚３名の標準報酬月額も減

額されていないことが確認できる。 

   加えて、Ｂ社の事業主は、「申立人は、人事記録から昭和 33 年４月の

入社以来、51 年４月まで順調に給与が上昇しており、病気等による休職、

賞罰が無く、そのような状況の中で、突然、標準報酬月額が 11 万円に低

下しているのは不自然である。当社の届出誤りか社会保険事務所（当時）

の誤りだと思われる。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間において、その主張す

る標準報酬月額（32 万円）に基づく厚生年金保険料を控除されていたこ

とが認められる。 

   なお、事業主が申立期間に係る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、こ

のほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5937 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 24 年４月 16 日から 25 年３月 22 日までの期間に

ついて、Ａ社の事業主は、申立人が 24 年４月 16 日に厚生年金保険被保険

者の資格を取得し、25 年３月 22 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人に係る厚生

年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 24 年４月は 1,200 円、

同年５月から 25 年２月までは 2,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年４月頃から 26 年頃まで 

    私は、昭和 24 年４月頃から 26 年頃までＡ社に勤務していたが、厚生

年金保険の被保険者記録が無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者臺

帳（旧台帳）において、申立人と姓が一字違い、名は読みが同じでかつ生

年月日が同一である者が、昭和 24 年４月 16 日に厚生年金保険被保険者資

格を取得し、25 年３月 22 日に同資格を喪失している基礎年金番号に未統

合の記録が確認できる。 

   また、申立人はＡ社における勤務場所や勤務内容を詳細に記憶しており、

「お湯を使う作業だったので、夏は暑くてとても辛かった。冬は、良かっ

た。」と供述していることから同社に１年程度は勤務していたものと推認

される。 

   さらに、申立人は「昭和 24 年４月頃に集団就職によりＡ社に入社し

た。」と述べているところ、24 年４月 16 日に資格取得している被保険者

84 名の多くは申立人と同年齢であり、聴取することができた同僚のほぼ



                      

  

全員が「集団就職により入社し、申立人と同じＢ職をしていた。」と回答

している。 

   加えて、申立人が姓のみ記憶する複数の同僚について、同じ姓の者が申

立期間においてＡ社の厚生年金保険被保険者となっていることが確認でき

る。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者名簿及び被保険者臺帳

（旧台帳）に係る被保険者記録は申立人の記録であり、事業主は、申立人

が昭和 24 年４月 16 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、25 年３

月 22 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったこと

が認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、昭和 24 年４月は 1,200 円、同年５月から 25 年２月までは 2,000 円と

することが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 25 年３月 22 日から 26 年頃までの期間に

ついては、Ａ社は 33 年８月 26 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っている上、当時の事業主の連絡先も不明であるため、当時の状況につい

て照会できない。 

   また、申立人がＡ社において姓のみ記憶する同僚と同じ姓の同僚及び当

該期間において同社の厚生年金保険被保険者となっている複数の同僚から

聴取しても、当該期間に係る申立人の勤務実態に関する証言を得ることが

できない。 

   さらに、Ａ社において厚生年金保険被保険者として申立人と同じ昭和

24 年４月 16 日に資格取得している被保険者 84 名の被保険者期間につい

て調査したところ、79 名の者が 25 年３月までに被保険者資格を喪失して

いる。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち、昭和 25 年３月 22 日から 26 年頃までの期間について、

申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5938 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 14 年６月から 17 年６月までの標準報酬

月額の記録については、26 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年４月１日から 17 年７月１日まで 

    オンライン記録では、Ａ社に勤務していた平成 12 年４月１日から 17

年６月 30 日までの期間の標準報酬月額が低く記録されているが、申立

期間は、35 万円の給与を受け取っていたので、厚生年金保険の標準報

酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を決定し、記録訂正の要否を判断することになる。 

   申立期間のうち、平成 14 年６月１日から 15 年１月１日までの期間及び

16 年１月１日から 17 年７月１日までの期間について、申立人から提出さ

れた確定申告書控（平成 13 年分、14 年分、16 年分、17 年分）から、申

立人が当該期間において、オンライン記録の標準報酬月額（15 万円）を

超える報酬月額（35 万円）の支払を受け、当該報酬月額に見合う標準報

酬月額（36 万円）より低い標準報酬月額（26 万円）に見合う厚生年金保

険料を控除されていたことが認められる。 



                      

  

   また、申立人は、平成 15 年分の確定申告書控を所持していないものの、

「入社から退職まで給与額は一定であった。」と述べているところ、上記

の４年分の確定申告書控で確認できる給与額が一定であることから、申立

期間のうち、15 年１月１日から 16 年１月１日までの期間においてもオン

ライン記録の標準報酬月額（15 万円）を超える報酬月額（35 万円）の支

払を受け、当該報酬月額に見合う標準報酬月額（36 万円）より低い標準

報酬月額（26 万円）に見合う厚生年金保険料を控除されていたことが認

められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間のうち、平成 14 年６

月から 17 年６月までの標準報酬月額の記録については、26 万円に訂正す

ることが必要である。 

   一方、申立期間のうち、平成 12 年４月１日から 14 年６月１日までの期

間については、上記確定申告書控及び申立人の供述内容から、報酬月額

（35 万円）に見合う標準報酬月額（36 万円）は、オンライン記録の標準

報酬月額（26 万円）よりも高額であるものの、厚生年金保険料控除額に

見合う標準報酬月額（26 万円）は、オンライン記録の標準報酬月額と一

致していることが確認できることから、特例法による保険給付の対象にな

らないため、これを認めることはできない。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は実際の報酬月額より低い額の報酬月額を社会保険事務所

（当時）に対し届け出たことを認めていることから、その結果、社会保険

事務所は、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5939 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成４年６月１日から５年 10 月１日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間に係

る標準報酬月額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成５年 10 月１日から６年 10 月１日までの期

間について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該期間の標準報酬月額に係る記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る平成５年 10 月から６年９月までの厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月１日から６年 10 月１日まで 

    年金事務所にＡ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額について照会し

たところ、申立期間について、当時の給与月額に比べて標準報酬月額が

相違していることが分かった。 

    調査の上、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成４年６月１日から５年 10 月１日までの期間につ

いて、オンライン記録によると、当該期間のうち４年６月から５年３月

までの申立人の標準報酬月額は、当初 53 万円と記録されていたところ、

同年４月 30 日付けで、４年６月１日に遡及して 41 万円に減額訂正の処

理が行われている上、申立人のほかにも 25 名の標準報酬月額の記録につ

いて、同様の訂正処理が行われていることが確認できる。 

   また、Ａ社の事業主は既に死亡しているため、聴取することができな

いものの、複数の同僚が、｢当該期間当時、Ａ社は厚生年金保険料を滞納



                      

  

していたと思う。｣と供述している。 

   これらの事実を総合的に判断すると、平成５年４月 30 日付けで行われ

た遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所にお

いて、このような標準報酬月額の遡及訂正処理を行う合理的な理由は見

当たらず、有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該

遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の平成４年６月から５

年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

53 万円に訂正することが必要である。 

   なお、当該訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成５年 10 月

１日）において、申立人の標準報酬月額は 41 万円と記録されているとこ

ろ、当該処理については上記の訂正処理との直接的な関係をうかがわせ

る事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言え

ない。 

   申立期間のうち、平成５年 10 月１日から６年 10 月１日までの期間に

ついて、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

   したがって、当該期間のうち、平成６年２月から同年９月までの標準

報酬月額は、Ａ社の元取締役から提出された賃金台帳に記載されている

報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、53 万円に訂正することが必要

である。 

   また、当該期間のうち、上記の賃金台帳で確認できない平成５年 10 月

から６年１月までの標準報酬月額は、当該期間の直前月に係る遡及訂正

処理前の標準報酬月額（53 万円）及び直後月に係る上記の賃金台帳に記

載されている厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（53 万円）か

ら判断すると、53 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は死亡している上、これを確認できる関連

資料及び周辺事情も無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5940 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、昭和 59 年３月から同年７月までの標準報酬

月額については 26 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年９月 21 日から 59 年８月１日まで 

    私は、昭和 58 年９月 21 日から平成元年３月 31 日までＡ社に勤務し

ていた。 

ねんきん定期便によると、昭和 58 年９月から 59 年７月までは標準報

酬月額が 24 万円で厚生年金保険料控除額が１万 2,720 円となっている

が、58 年 10 月から 59 年８月の給与・賞与明細書では、厚生年金保険

料として１万 3,780 円控除されており、実際の控除額と厚生年金保険の

記録が異なるので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していた

と認められる厚生年金保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合う

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

   申立期間のうち、昭和 59 年３月から同年７月までについては、申立人

が所持する給与明細書及びＡ社提出の賃金台帳により、申立人が、当該期

間においてオンライン記録により確認できる標準報酬月額（24 万円）を

超える報酬月額の支払を受け、当該報酬月額に基づく標準報酬月額（26



                      

  

万円）に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、当該期間に係る標準報酬月額を 26 万円に訂正

することが必要である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 58 年９月については、申立人が所持する

給与明細書及びＡ社提出の賃金台帳から確認できる厚生年金保険料控除額

に見合う標準報酬月額（26 万円）は、オンライン記録の標準報酬月額

（24 万円）よりも高額であるものの、報酬月額に見合う標準報酬月額

（９万 2,000 円）は、オンライン記録の標準報酬月額より低額であること

から、特例法による保険給付の対象とならないため、あっせんは行わない。 

   申立期間のうち、昭和 58 年 10 月から 59 年２月までについては、給与

明細書及び賃金台帳により確認できる厚生年金保険料額に見合う標準報酬

月額及び報酬月額に見合う標準報酬月額は、いずれもオンライン記録の標

準報酬月額より高額であるものの、Ａ社は、「昭和 59 年８月の厚生年金

保険料については、58 年９月から 59 年２月までの保険料を調整して控除

した。」と回答していることから、申立人が所持する給与明細書及びＡ社

提出の賃金台帳により、当委員会で検証したところ、上記期間に事業主に

より源泉控除された厚生年金保険料は、事業所が回答したとおり、同年８

月の厚生年金保険料は、標準報酬月額 26 万円に見合う保険料額から標準

報酬月額 24 万円に見合う保険料額に減額調整されていることが確認でき

る。 

   これらを総合的に判断すると、給与明細書及び賃金台帳から確認できる

当該期間の報酬月額に見合う標準報酬月額（26 万円）は、オンライン記

録の標準報酬月額（24 万円）よりも高額であるものの、事業主が源泉控

除していたと認められる厚生年金保険料額に基づく標準報酬月額（24 万

円）は、オンライン記録の標準報酬月額と一致することから、特例法の保

険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

   なお、申立人の申立期間のうち、昭和 59 年３月から同年７月までの厚

生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は保険料

額の調整を行ったと回答していることから、事業主はオンライン記録どお

りの標準報酬月額の届出を行っており、その結果、社会保険事務所（当

時）は、標準報酬月額（26 万円）に見合う保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5941 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 30 万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年７月 11 日 

    申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、

厚生年金保険の記録では年金額に反映される記録となっていない。 

    Ａ社は、当時、当該賞与に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）

提出していないことを認めているので、厚生年金保険の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が提出した平成 20 年分賞与台帳、給与支給明細書控（平成 20 年

７月分賞与）から、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与

額（30 万 6,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し行っ

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する申

立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5942 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 29 万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年７月 11 日 

    申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、

厚生年金保険の記録では年金額に反映される記録となっていない。 

    Ａ社は、当時、当該賞与に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）

提出していないことを認めているので、厚生年金保険の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が提出した平成 20 年分賞与台帳、給与支給明細書控（平成 20 年

７月分賞与）から、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与

額（29 万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し行っ

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する申

立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5943 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 54 万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年７月 11 日 

    申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、

厚生年金保険の記録では年金額に反映される記録となっていない。 

    Ａ社は、当時、当該賞与に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）

提出していないことを認めているので、厚生年金保険の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が提出した平成 20 年分賞与台帳、給与支給明細書控（平成 20 年

７月分賞与）から、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与

額（54 万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し行っ

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する申

立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5944 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 71 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年７月 11 日 

    申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、

厚生年金保険の記録では年金額に反映される記録となっていない。 

    Ａ社は、当時、当該賞与に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）

提出していないことを認めているので、厚生年金保険の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が提出した平成 20 年分賞与台帳、給与支給明細書控（平成 20 年

７月分賞与）から、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与

額（71 万 4,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し行っ

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する申

立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5945 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 57 万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年７月 11 日 

    申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、

厚生年金保険の記録では年金額に反映される記録となっていない。 

    Ａ社は、当時、当該賞与に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）

提出していないことを認めているので、厚生年金保険の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が提出した平成 20 年分賞与台帳、給与支給明細書控（平成 20 年

７月分賞与）から、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与

額（57 万 6,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し行っ

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する申

立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5946 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を 67 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年７月 11 日 

    申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、

厚生年金保険の記録では年金額に反映される記録となっていない。 

    Ａ社は、当時、当該賞与に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）

提出していないことを認めているので、厚生年金保険の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が提出した平成 20 年分賞与台帳、給与支給明細書控（平成 20 年

７月分賞与）から、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与

額（67 万 4,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し行っ

ておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する申

立期間における標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5947 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 24 年２月１日から同年９月３日までの期間につ

いて、事業主は、申立人が同年９月３日に厚生年金保険被保険者資格を喪

失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められること

から、申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 24 年２月から同年４

月までは 4,200 円、同年５月から同年８月までは 5,000 円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年２月１日から同年 12 月１日まで 

    私は、昭和 21 年３月 21 日から 24 年 11 月 30 日までＡ社Ｂ工場に勤

務し、同年 11 月まで厚生年金保険料を引かれていた記憶があるが、同

年２月１日から同年 12 月１日までの厚生年金保険の被保険者記録が欠

落している。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 24 年２月１日から同年９月３日までの期間につ

いて、オンライン記録によると、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保

険被保険者資格の喪失日は、同年２月１日となっていることが確認できる。 

   しかし、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

（書換え後）において、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、

昭和 24 年９月３日と記載されている上、オンライン記録における喪失日

である同年２月１日以降の日付で標準報酬月額の改定の記録が確認できる。 

   また、Ａ社の元従業員は、申立人は、昭和 24 年９月頃まで同社に勤務

していたと証言している。 

   さらに、申立人が所持する昭和 24 年１月から同年４月までの給与明細

書には、当時、Ａ社に勤務していた者の認印が押されているとともに、上



                      

  

記被保険者名簿の標準報酬等級並適用年月日欄に 23 年 12 月１日付けで改

定された標準報酬等級（14 級：4,200 円）に基づく厚生年金保険料が事業

主により控除されたことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ社の事業主は、申立人が昭和 24 年９

月３日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

に対して行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、書換え後の申立人に係るＡ

社Ｂ工場における上記被保険者名簿の記録から、昭和 24 年２月から同年

４月までは 4,200 円、同年５月から同年８月までは 5,000 円とすることが

妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 24 年９月３日から同年 12 月１日までの期

間については、Ａ社Ｂ工場は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

おり、事業主の連絡先も不明であることから、申立人が、当該期間におい

て引き続き同社Ｂ工場に勤務していたことを確認できない。 

   また、申立人が所持する７月から 11 月までの給与明細書には、年の記

載が無いものの、その記載された厚生年金保険料控除額から判断すると、

当該給与明細書は昭和 23 年発行のものと考えられることから、当該給与

明細書からは、当該期間において、厚生年金保険料が事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることができない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5948 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 39 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年７月 21 日から同年８月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録では、Ａ社Ｂ営業所から同社Ｃ営業所に

異動した際の被保険者記録が欠落しているが、同社内の転勤であるので

欠落期間が生じるはずがない。調査の上、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述及びＡ社Ｂ営業所から同社Ｃ営業所に異動した複数の同僚の

オンライン記録から判断すると、申立人が継続して同社に勤務し（社会保

険の適用上は、昭和 39 年８月１日に、Ａ社から同社Ｃ営業所に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

39 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、保険料を納付したか否かは不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



                      

  

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対し行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5949 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を、昭和 63 年 10 月から平成元年 11 月までは 47 万円、同年 12 月

から２年 12 月までは 53 万円に訂正することが必要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年 10 月１日から平成３年１月 31 日まで 

    私は、Ａ社に昭和 59 年５月１日から平成３年１月 30 日まで勤務して

いた。 

    昭和 63 年 10 月から平成２年 12 月までの標準報酬月額が遡って下げ

られているということだが、そのような説明を受けたことは無い。 

    申立期間の厚生年金保険の記録を訂正前の記録に訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、昭和 63 年 10 月から平成元年 11 月までは 47 万円、同年 12 月から２

年 12 月までは 53 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった日（平成３年１月 31 日）より後の３年３月７日付

けで、遡って 15 万円に訂正されている上、申立人と同様に事業主につい

ても標準報酬月額が訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所

において、このような事務処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人が同社の取締役であったこと

が確認できるが、複数の同僚が、「社会保険事務は、事業主と経理・総務

担当者が行っており、申立人は担当者ではなかった。」と供述しているこ

とから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に

ついて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、昭和 63 年

10 月から平成元年 11 月までは 47 万円、同年 12 月から２年 12 月までは

53 万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5950 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 23

年９月 30 日であると認められることから、申立人の同社における資格喪

失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額を、21 年６月から 23

年７月までは 600 円、同年８月は 3,300 円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 21 年６月 21 日から 24 年２月１日まで 

    私は、昭和 18 年 10 月１日から 24 年６月末まで、Ｃ職の仕事をして

おり、途中で辞めたことは無い。 

    私が入社したＤ社（昭和 22 年１月１日にＡ社に名称変更）は、戦時

下のため、複数のＥ業者が一本化されてできた会社だった。 

    戦後、Ｄ社は分割され、退職する時に在籍していた会社は、Ｆ社であ

った。 

    途中で会社名は変わったが、勤務地や仕事の内容は変わらなかったし、

給与等の待遇面にも変更は無かった。 

    しかし、厚生年金保険の記録では、当該期間のうち、申立期間が被保

険者期間となっていない。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 21 年６月 21 日から 23 年９月 30 日までの期間に

ついて、申立人のＤ社が解散する経緯の記憶が同社の沿革と一致すること

から、申立人が当該期間において同社に勤務していたことが認められる。 

   また、オンライン記録によると、申立人の資格喪失日は、昭和 21 年６

月 21 日となっているが、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿においては、申立人の資格喪失日は記載されておらず、23 年８

月１日の標準報酬月額の記載が確認できることから、申立人が 21 年６月



                      

  

21 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が行った

とは考え難い。 

   さらに、上記の被保険者名簿において、申立人と同様、資格喪失日の記

載が無く、昭和 23 年８月１日の標準報酬月額が記載されている被保険者

が多数いることが確認できるほか、当該被保険者名簿の表紙には、「23．

９．30 全喪」と記載されているところ、オンライン記録においては、当

該被保険者のうち複数の者の資格喪失日は同年９月 30 日と記録されてい

る。 

   このことについて日本年金機構Ｂ事務センターは、「健康保険厚生年金

保険被保険者名簿に資格喪失日が記載されていない被保険者については、

事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日を資格喪失日として

いる。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格喪失日は、昭

和 23 年９月 30 日であると認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者名簿の記録

から、昭和 21 年６月から 23 年７月までは 600 円、同年８月は 3,300 円と

することが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 23 年９月 30 日から 24 年２月１日までの

期間について、複数の同僚に照会したものの、申立人が当該期間にＡ社及

びＦ社に勤務していたことを確認できる具体的な供述を得ることはできな

かった。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の記載か

ら、同社は、昭和 23 年９月 30 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っている上、上記の同僚からも、同日以降の期間について、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる供述を得る

ことはできなかった。 

   さらに、Ｆ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿による

と、同社は昭和 24 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、

当該期間については適用事業所ではなかったことが確認できる。 

   加えて、Ａ社及びＦ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名

簿から、申立人と同様、Ａ社において資格喪失後、Ｆ社において資格を取

得している被保険者が２名いることが確認できるところ、いずれも当該期

間については厚生年金保険の被保険者となっていない。 

   また、Ａ社及びＦ社は、いずれも既に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、当時の事業主の連絡先も不明であることから、申立人に係

る人事記録及び給与関係書類を確認することはできない上、申立人も、当

該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できる給

与明細書等の資料を所持していない。 



                      

  

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち、昭和 23 年９月 30 日から 24 年２月１日までの期間につ

いて、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5951 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成４年６月１日から５年 10 月１日までの

期間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額

は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該

期間に係る標準報酬月額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成５年 10 月１日から６年７月１日までの期

間について、当該期間の標準報酬月額に係る記録を５年 10 月から６年１

月までは 53 万円、同年２月から同年６月までは 44 万円に訂正することが

必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る平成５年 10 月から６年６月までの厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月１日から６年７月１日まで 

    年金事務所にＡ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額について照会し

たところ、申立期間について、当時の給与月額に比べて標準報酬月額が

相違していることが分かった。 

    調査の上、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成４年６月１日から５年 10 月１日までの期間につ

いて、オンライン記録において、当該期間のうち４年６月から５年３月

までの申立人の標準報酬月額は、当初、53 万円と記録されていたところ、

同年４月 30 日付けで、４年６月に遡及して 41 万円に減額訂正の処理が

行われている上、申立人のほかにも 25 名の標準報酬月額の記録について、

同様の減額訂正処理が行われていることが確認できる。 

   また、Ａ社の事業主は既に死亡しているため、聴取することができな



                      

  

いものの、複数の同僚が、｢当該期間当時、Ａ社は厚生年金保険料を滞納

していたと思う。｣と供述している。 

   これらの事実を総合的に判断すると、平成５年４月 30 日付けで行われ

た遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所にお

いて、このような標準報酬月額の遡及訂正処理を行う合理的な理由は見

当たらず、有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該

遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の４年６月から５年９

月までの標準報酬月額は、当初、事業主が社会保険事務所に届け出た 53

万円に訂正することが必要である。 

   なお、当該訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成５年 10 月

１日）で 41 万円と記録されているところ、当該処理については上記の訂

正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事

務所の処理が不合理であったとは言えない。 

   申立期間のうち、平成５年 10 月１日から６年７月１日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違について申し立ててい

るが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内で

あることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

   したがって、当該期間のうち、平成６年１月から同年６月までの標準

報酬月額は、Ａ社の元取締役から提出された賃金台帳に記載されている

報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、同年１月は 53 万円、同年２月

から同年６月までは 44 万円に訂正することが必要である。 

   また、当該期間のうち、上記の賃金台帳で確認できない平成５年 10 月

から同年 12 月までの標準報酬月額は、当該期間の直前月に係る遡及訂正

処理前の標準報酬月額（53 万円）及び直後月に係る上記の賃金台帳に記

載されている厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（53 万円）か

ら判断すると、53 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、事業主は死亡している上、これを確

認できる関連資料及び周辺事情も無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5952 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に

おける資格喪失日に係る記録を昭和 49 年４月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を４万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年３月 25 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 46 年４月１日から３年間、Ａ社にＣ職として勤務してい

た。 

    厚生年金保険の被保険者記録では、昭和 49 年３月 25 日に資格喪失と

なっており、同年３月が被保険者期間となっていない。私は年度末に退

職したので、資格喪失日は同年４月１日が正しいはずである。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の回答及び複数の同僚の供述から、申立人の退職日は昭和 49 年３

月 31 日であると認められる。 

   また、Ｂ社は、「当時、Ｃ職の在職期間については、４月１日から翌年

３月 31 日までの年度を単位としており、退職者については、３月 31 日ま

で在籍してもらう取扱いだった。当時の事務担当者に確認したところ、申

立人の昭和 49 年３月の厚生年金保険料を給与から控除したと言ってい

る。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和



                      

  

49 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 8,000 円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事

務所に対し誤って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5953 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額を６万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年８月１日から 44 年 10 月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、昭和 43 年８月から 44 年９月までの給

与月額は、それ以前と変わらなかったのに、ねんきん定期便の標準報酬月

額は１万 2,000 円と記録されている。 

    申立期間前後の標準報酬月額と比較して申立期間の標準報酬月額は著し

く低くなっているのは間違いだと思うので、申立期間の標準報酬月額を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ社からＡ社に異動しているところ、オンライン記録による

と、申立人のＢ社における資格喪失時の標準報酬月額は６万円であったに

もかかわらず、Ａ社における資格取得時の標準報酬月額は１万 2,000 円

（５等級）と記録されており、５等級以上引き下げられていることが確認

できる。 

   しかしながら、申立人は、申立期間及び申立期間前後は部長職で勤務条

件に大きな変化は無く、給与月額が大幅に引き下げられる要因はなかった

としており、申立期間当時、申立人の部下であった同僚は「私の当時の給

料は４万円か５万円であった。申立人の給料は私より高かった。」と証言

しているところ、当該同僚の申立期間における標準報酬月額は６万円であ

ることが確認できる。 

   また、申立人と同じくＡ社からＢ社に出向し、その後Ａ社に異動した同

僚及び申立期間当時申立人と同じく部長相当職であったとする同僚の申立

期間における標準報酬月額は全員が６万円と記録されている。 



                      

  

   さらに、申立期間当時にＡ社において被保険者記録のある同僚 104 名の

標準報酬月額は、２万 8,000 円（13 等級）から６万円（23 等級）の間に

分布しており、申立人のほかに申立期間前後の期間を比較して標準報酬月

額が極端に下がっている者は確認できなかった。 

   加えて、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載されて

いる申立期間に係る標準報酬月額は不鮮明であり、「12」と記載されてい

るのか「72」と記載されているのか判然としない上、申立人のＡ社におけ

る資格取得年月日は、当初、手書きで「43．７．１」とされていたところ、

「８．１」と訂正されているにもかかわらず、妻子の扶養開始年月日は

「７．１」のまま訂正されていない。 

   これらの事情を総合的に判断すると、事業主が社会保険事務所に届け出

た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額（７万 2,000 円）であ

ったと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、当時の厚生年金保険の標準

報酬月額の最高等級である６万円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5954 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における標準賞与額に係る記録を平成 16 年 12 月 20 日は 42 万

9,000 円、17 年 12 月 20 日及び 18 年７月 20 日は 41 万 9,000 円、19 年 12

月 20 日は 47 万 1,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年 12 月 20 日 

             ② 平成 17 年 12 月 20 日 

             ③ 平成 18 年７月 20 日 

             ④ 平成 19 年 12 月 20 日 

    私のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録によると、申立期間の標

準賞与額の記録が無い。同社に勤務していた間、賞与は毎年２回必ず支

給され、厚生年金保険料も控除されていたので、厚生年金保険の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間①、③及び④における標準賞与額につい

ては、申立人が提出した賞与明細書に記載されている賞与額又は保険料控

除額により、申立期間①は 42 万 9,000 円、申立期間③は 41 万 9,000 円及

び申立期間④は 47 万 1,000 円とすることが必要である。 



                      

  

   申立期間②については、申立人は賞与明細書を所持していないものの、

申立人から提出された預金移動明細書に記載された入金額が、平成 17 年

７月 20 日支給の賞与明細書に記載されている振込支給額と同額であるこ

とから、これと同額の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

   また、当該期間の標準賞与額は、上記預金移動明細書及び平成 17 年７

月 20 日支給の賞与明細書に記載されている保険料控除額から、41 万

9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を行っていないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立期間に係る標準

賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5955 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成４年９月１日から５年４月 30 日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人の主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該

期間の標準報酬月額を 53 万円に訂正することが必要である。 

   申立期間のうち、平成５年４月 30 日から同年６月 25 日までの期間につ

いて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、同年

６月 25 日であると認められることから、申立人の同社における資格喪失

日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額を 53 万円とすることが

必要である。 

   申立期間のうち、平成５年６月 25 日から同年７月１日までの期間につ

いて、申立人は当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における上記訂正後の

資格喪失日に係る記録を同年７月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額

を 53 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   申立期間のうち、平成７年８月 31 日から同年 10 月３日までの期間につ

いて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、同年

10 月３日であると認められることから、申立人の同社における資格喪失

日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額を 53 万円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年９月１日から５年４月 30 日まで 

             ② 平成５年４月 30 日から同年７月１日まで 

             ③ 平成７年８月 31 日から同年 10 月３日まで 

    私は、昭和 51 年１月 20 日から平成７年 10 月２日まで、Ａ社に継続

して勤務していた。厚生年金保険の記録について照会したところ、申立



                      

  

期間①の標準報酬月額が 15 万円に訂正されている。また、申立期間②

及び③が被保険者期間となっていない。申立期間①について標準報酬月

額は 53 万円であったので、当該期間についての記録の訂正をしてほし

い。また、申立期間②及び③を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録から、申立人が申立期間①から③までについて、Ａ社に

勤務していたことが確認できる。 

   オンライン記録から、Ａ社が適用事業所でなくなった日（平成５年４月

30 日）より後の同年６月 18 日付けで、申立人の申立期間①に係る標準報

酬月額が 53 万円から 15 万円に引き下げられ、その後、同年６月 25 日付

けで申立人が５年４月 30 日に資格を喪失した旨の処理が行われており、

申立人のほか 10 名についても、上記と同様の処理が行われていることが

確認できるが、社会保険事務所において、当該標準報酬月額の訂正及び資

格喪失に係る処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、上記の二度にわたる処理は有効な処理で

あったとは認められず、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、

当該処理を行った日である平成５年６月 25 日であり、４年９月から５年

５月までの標準報酬月額は、当初、事業主が社会保険事務所に届け出た、

53 万円であると認められる。 

   申立期間②のうち、平成５年６月 25 日から同年７月１日までの期間に

ついては、雇用保険の加入記録、同僚の証言及び当該同僚が所持する給与

明細書から判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、平成５年６月の標準報酬月額については、４年８月のオンライン

記録から、53 万円とすることが妥当である。 

   一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、平成５年４月 30 日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっており、当該期間においては適用事業所と

しての記録が無い。しかし、商業登記簿謄本から、同社が法人の事業所で

あったことが確認できることから、同社は厚生年金保険法に定める適用事

業所の要件を満たしていたものと判断される。 

   なお、事業主は、申立人の当該期間において適用事業所でありながら、

社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

   申立期間③について、雇用保険の加入記録及び申立人の記憶から、申立

人がＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 



                      

  

   また、オンライン記録によると、Ａ社は平成７年９月１日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっており、申立人は同年８月 31 日に被保険者資

格を喪失したとされているが、当該資格喪失処理が行われたのは同日より

後の同年 10 月３日であることが確認できる上、申立人のほか６名につい

ても同様の処理が行われており、かつ、当該処理前の記録から、当該期間

において同社が適用事業所としての要件を満たしていたことが認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成７年８月 31 日に

被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該

処理に係る記録は有効なものと認められないことから、申立人の資格喪失

日は、当該処理を行った日である同年 10 月３日であると認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、当該処理前のオンライン記

録から、53 万円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5956 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成６年５月から同年７月までの標準報酬月

額については、22 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成６年８月 31 日から７年 12 月 21 日までの

期間について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日

は、同年 12 月 21 日であると認められることから、当該期間の資格喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、22 万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年２月１日から同年８月 31 日まで 

             ② 平成６年８月 31 日から７年 12 月 21 日まで 

    私は、平成５年 12 月 21 日から７年 12 月 20 日までの期間、Ａ社と手

取り額 30 万円の給料制で契約をしていたが、申立期間①において、厚

生年金保険の標準報酬月額が実際の給与額に比べて低く、また、６年８

月 31 日に資格喪失となっており、それ以降の被保険者記録がなくなっ

ているので、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち、平成６年５月１日から同年８月 31 日までについて、

オンライン記録では、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、同

年５月から同年７月までは 22 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生

年金保険の適用事業所でなくなった日（８年３月 31 日）より後の同年４

月８日付けで９万 2,000 円に引き下げられていることが確認できる上、申

立人を除く４名の標準報酬月額も同様に遡って引き下げられていることが

確認でき、社会保険事務所（当時）においてこのような処理を行う合理的

な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の当該期間に係る標準報酬月額に



                      

  

ついて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当該期間に係

る標準報酬月額は、当初、事業主が社会保険事務所に届け出た 22 万円に

訂正することが必要であると認められる。 

   申立期間②について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における

厚生年金保険の被保険者資格の喪失日は、平成６年８月 31 日となってい

る。 

   しかし、Ａ社の元事業主から提出された契約書には、契約期間が平成７

年 12 月 20 日までと記載されている上、申立人の預金通帳から、資格喪失

日の６年８月 31 日以降も喪失日前と同額の給与が支給されていたことか

ら、申立人が当該期間に同社に勤務していたことが認められる。 

   また、オンライン記録によると、申立人が平成６年８月 31 日にＡ社に

おける被保険者資格を喪失した旨の処理は、同社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった日（８年３月 31 日）より後の同年４月８日付けで行わ

れていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成６年８月 31 日に

被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該

喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資

格喪失日は、７年 12 月 21 日であると認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額は、当該喪失処理前の社会保険事務所の

記録から、22 万円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間①のうち、平成６年２月１日から同年５月１日までの期

間について、申立人は、Ａ社に勤務していた期間においては手取り額 30

万円の給料制であったと述べている。 

   しかし、オンライン記録には、申立人のＡ社に係る標準報酬月額は、当

初から 22 万円と記録されていることが確認できる上、申立人が所持して

いる平成６年確定申告書控えの社会保険料控除欄に記入されている金額は、

標準報酬月額が 22 万円の場合の社会保険料額とおおむね一致しているこ

とが確認できることから、申立人の申立期間①及び②における標準報酬月

額がその主張する標準報酬月額であったとは認められない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間①のうち、平成６年２

月１日から同年５月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5957 

第１ 委員会の結論 

   申立期間について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年

金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 59 年８月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 20 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年７月 31 日から同年８月１日まで 

    私は、申立期間において、Ａ社に勤務していたにもかかわらず、年金

記録では申立期間が被保険者期間となっていないので、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び同僚の証言から、申立人は、申立期間において、

Ａ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

   また、申立人が所持する給料明細書から、申立人は、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   さらに、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持する上記の

給与明細書の保険料控除額から、20 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いて、事業主は、保険料を納付したか否かは不明と回答しているが、申立

人が所持する健康保険任意継続被保険者資格取得通知には、申立人の資格

喪失日は昭和 59 年７月 31 日と記載されていることから、事業主は同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に

係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5958 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成 16 年９月１日から同年 10 月１日までの期間につ

いて、当該期間の標準報酬月額を 34 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 平成 16 年９月１日から同年 10 月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、平成 15 年４月と 16 年９月の給与明

細書に記載の厚生年金保険料控除額とねんきん定期便に記載されている

保険料控除額が異なる。給与から控除されていた厚生年金保険料に相当

する標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していた

と認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

   申立期間②について、申立人が所持する給与明細書から、申立人は、標

準報酬月額 38 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが確認できるが、報酬月額については、標準報酬月額

34 万円に相当する額が支給されていたことが確認できることから、申立

人の当該期間に係る標準報酬月額については 34 万円とすることが妥当で

ある。 



                      

  

   なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、「既に、事業所を他社に売却し、資料も無く、当時

の事務担当者と連絡が取れないため不明。」と回答しており、これを確認

できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、給与明細書及び源泉徴収票で確認できる厚生年金保険料控除額に

見合う報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かに

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことか

ら、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間①について、申立人が所持する給与明細書から確認でき

る厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（50 万円）は、オンライ

ン記録の標準報酬月額（38 万円）よりも高額であるものの、報酬月額に

見合う標準報酬月額（38 万円）は、オンライン記録の標準報酬月額と一

致していることから特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5959 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年６月 11 日から 30 年２月 16 日まで 

             ② 昭和 32 年２月 25 日から 34 年４月１日まで 

             ③ 昭和 34 年４月１日から 36 年２月１日まで 

    65 歳になり、年金受給の手続のため、社会保険事務所（当時）へ行

ったところ、Ａ社、Ｂ社及びＣ社に勤務していた期間に係る厚生年金保

険被保険者記録が、脱退手当金支給済みとなっていると知らされた。し

かし、当時は脱退手当金という制度については知らず、手続を行った覚

えも脱退手当金を受け取った覚えも無いので、申立期間の記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間①と②の間の被

保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となってい

るが、当該未請求となっている期間の事業所は、申立期間②及び③の事業

所と同じ会社の別支店であることからも、脱退手当金を請求するに当たり、

これを失念するとは考え難い。 

   また、未請求となっている厚生年金保険被保険者期間と申立期間①、②

及び③の被保険者期間とは同一番号で管理されていたにもかかわらず、支

給されていない期間として存在することは事務処理上不自然である。 

   さらに、申立期間③の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の申立人が記載されているページ、その前２ページ及び後３ページに記載

されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である



                      

  

昭和 36 年の前後約２年以内に資格喪失し、脱退手当金の支給記録がある

者は申立人を含め 11 名確認できるところ、申立人以外の 10 名の当該被保

険者名簿には脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示がある一方、申立

人には「脱」の表示が無いことを踏まえると、申立人に脱退手当金が支給

されていたとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5960 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において、厚生年金保険の被保険者であったと認め

られることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、資格喪失日

（昭和 23 年８月１日）及び資格取得日（24 年５月１日）に係る記録を取

り消すことが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については 4,500 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年８月１日から 24 年５月１日まで 

    厚生年金保険の記録を見ると、私がＡ社本社に勤務していた期間のう

ち、申立期間の被保険者記録が無い。同社本社に勤務していた期間は異

動も無く、継続して勤務していた。申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する人事記録から、申立人は、申立期間に継続して勤務して

いたことが確認できる。 

   一方、オンライン記録では、申立人はＡ社において昭和 23 年１月１日

に被保険者資格を取得し、同年８月１日に同資格を喪失後、24 年５月１

日に同社において再度同資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が

無い。 

   しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人は、昭和 23 年１月１日に被保険者資格を取得し、25 年２月 27 日に同

資格を喪失していることが確認できる。 

   また、Ａ社が保管する同社の厚生年金保険被保険者名簿によると、申立

人の被保険者資格取得日は昭和 23 年１月１日、資格喪失日は 25 年２月

27 日と記載されており、上記の被保険者名簿の記載と一致していること

が確認できる。 



                      

  

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金

保険の被保険者であったと認められることから、Ａ社における申立人の被

保険者記録のうち、資格喪失日（昭和 23 年８月１日）及び資格取得日

（24 年５月１日）に係る記録を取り消すことが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿の記録から 4,500 円とすることが妥当である。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 5731 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年２月から 55 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年２月から 55年 10月まで 

私が、昭和 52 年２月から勤務していた会社の経営者が、私の国民年金の

加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料については、給与から天引き

し、納付していたはずである。申立期間が未加入で保険料を納付していな

いとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、勤務していた会社の経営者が申立人の国民年金の加入手続を行

い、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、

保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、

保険料を納付していたとするその経営者から証言を得ることができないこと

から、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人が厚生年金保険に加入していた記録はあるものの、申立人に

国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡は見当たらないことから、申

立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができな

い期間である。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5732 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年４月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 57年３月まで 

私の母親は、同居していた私の兄の国民年金保険料を集金するため自宅

を訪れた集金人を通じて、昭和 56 年４月頃、私の国民年金の加入手続を行

った。加入手続後の保険料については、私の母親が、兄の分と一緒に集金

人に納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が、昭和 56 年４月頃に、申立人の国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、国民

年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金

の加入手続を行い、保険料を納付していたとするその母親は、保険料の納付

金額及び納付方法の記憶が曖昧であることから、国民年金の加入状況及び保

険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 59 年４月に払い出されている

ことから、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の手帳記号番

号が払い出される必要があるが、申立期間当初から手帳記号番号が払い出さ

れた時期を通じて同一区内に居住していた申立人に別の手帳記号番号が払い

出される事情は無く、その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5733 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年７月から 63 年１月までの期間、同年６月から平成元年

２月までの期間及び同年６月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 62年７月から 63年１月まで 

② 昭和 63年６月から平成元年２月まで 

③ 平成元年６月 

私は、昭和 62 年７月に、会社を退職したことを契機に市役所で国民年金

の加入手続を行い、後日、年金手帳が自宅に郵送されてきた。その年金手

帳には被保険者となった日が 62 年７月１日と記載されている。申立期間①

の国民年金保険料については、私又は私の母親が、金融機関で納付書によ

り納付していた。申立期間②及び③の保険料については、私又は母親が、

厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、母親が納付書により金融

機関で納付していた。申立期間①、②及び③の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 62 年７月に国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料については、申立人又はその母親が納付していたと主張

し、申立人が現在所持している年金手帳に初めて国民年金の被保険者となっ

た日が 62 年７月１日と記載されていることをその根拠としているが、この

国民年金の被保険者となった日は、保険料の納付の有無にかかわらず、法律

の規定に基づき最初に国民年金に加入すべき日が、国民年金の被保険者資格

取得日として年金手帳に記載されることから、保険料納付の開始時期を特定

するものではない。 

   また、申立期間②及び③について、申立人は、申立人又はその母親が厚生

年金保険から国民年金への切替手続を行い、母親が国民年金保険料を納付し



 

  

ていたと主張しているが、申立人は当該期間の保険料の納付に直接関与して

おらず、申立人の保険料を納付していたとするその母親から証言を得ること

ができないことから、保険料の納付状況が不明である。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は平成元年 11 月に払い出されてい

ることが確認でき、６年５月に厚生年金保険の記録の統合に伴い、申立期間

①、②及び③に関わる昭和 62 年７月及び 63 年６月の国民年金被保険者資格

取得の記録は、平成６年５月に追加され、元年６月の被保険者資格取得の記

録は、当初、同年７月を資格取得時期とされていたものを６年５月に、元年

７月から同年６月に訂正されたことがオンライン記録で確認できる上、申立

人に別の手帳記号番号が払い出されていた形跡も見当たらないことから、申

立期間①、②及び③当時は、国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納

付することができない期間である。 

   加えて、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、預金通帳等）が無く、ほかに当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5734 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年９月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成９年９月から 10年３月まで 

私の母親は、時期は不明であるが、私の国民年金の加入手続を行ってく

れた。申立期間の国民年金保険料は、当時、私は学生であったことから、

母親が保険料を出してくれたので、私が市役所で納付していたが、金額に

ついては記憶に無い。申立期間の保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その母親に保険料相当額

を出してもらい、申立期間前後の期間と同じように、自身が市役所で納付し

たと主張している。しかし、申立期間前後の期間の保険料の納付状況を見る

と、平成９年７月及び同年８月の保険料は、同年同月 25 日に納付されてい

るのに対し、10 年４月から同年７月までの保険料は、１年半以上たった 11

年３月 16 日に遡ってまとめて納付されていることが確認でき、保険料の納

付状況は異なっていることに加え、申立人は、当該期間当時の保険料の納付

頻度、保険料額についての記憶が曖昧であり、申立人に保険料相当額を渡し

ていたとするその母親も、その頻度や保険料額等について具体的に覚えてい

ないと述べていることから、当該期間の保険料の納付状況等が不明である。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、基

礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていた状

況下において、当該期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えに

くく、オンライン記録に加え、申立人が当時居住していた市の国民年金被保

険者名簿でも、当該期間は未納とされている。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（源泉徴収票、家計簿等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5735 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年 11 月から 62 年６月までの期間及び平成 10年 11 月から

12 年４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 11月から 62年６月まで 

② 平成 10年 11月から 12年４月まで 

私が 20 歳になった昭和 61 年＊月頃に、私の母親が、私の国民年金の加

入手続を行った。申立期間①の国民年金保険料については、母親に保険料

相当額を渡し納付してもらっていた。申立期間②の保険料については、私

が、納付書により金融機関で納付していた。申立期間①及び②の保険料が

未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年＊月頃に、その母親が申立人の国民年金の加入手続を

行い、申立期間①の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立

人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の

国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとするその母親は既に他

界していることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明であ

る。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は平成３年７月に払い出されており、

申立期間①の国民年金保険料を納付するためには、別の手帳記号番号が払い

出される必要があるが、当該期間当初から手帳記号番号が払い出された時期

を通じて同一市内に居住していた申立人に対して、別の手帳記号番号が払い

出される事情は無く、その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間②の国民年金保険料について、申立人及びその妻のオン

ライン記録により、夫婦の保険料の納付行動が一致していることを確認でき

るが、その妻も当該期間の保険料は未納となっている。 



 

  

   加えて、申立期間②は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であ

り、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られて

いた状況下において、当該期間の記録管理が適切に行われていなかったとは

考えにくい。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5736 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年 10 月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月から 62年３月まで 

私が昭和 58 年＊月に 20 歳になったのを契機に、私の母親が市役所で私

の国民年金の加入手続を行ってくれた。加入当初の国民年金保険料は、母

親が毎月納付していた。その後、正確な時期は分からないが、家族全員分

の保険料を母親の銀行口座から口座振替により納付していたにもかかわら

ず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年＊月に 20 歳になったのを契機に、その母親が市役所

で申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主

張しているが、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとす

るその母親は、加入手続の状況及び保険料の納付方法等の記憶が曖昧である

ことから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、申立人の国民年金手

帳記号番号の前後の番号の国民年金第３号被保険者の該当届出の処理日から、

昭和 62 年 12 月と推認できることから、申立期間は当時、国民年金の未加入

期間で保険料を納付することができない期間であり、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5737 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年４月から５年６月までの期間及び７年４月から８年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成４年４月から５年６月まで 

② 平成７年４月から８年３月まで 

私は、国民年金の加入手続や国民年金保険料の納付を行っていないが、

私の国民年金の加入手続を行い、保険料の納付を行ってくれている父親が、

申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得できないとして

いることから、今回申立てを行った。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料の納付を行ってくれていると主張しているが、申立人自身は、保険料の

納付に直接関与しておらず、申立人の保険料を納付していたとするその父親

は、申立期間①及び②当時の保険料納付方法等の記憶が定かではないことか

ら、当該期間当時の保険料の納付状況は不明である。 

   また、ⅰ）平成３年７月から申立期間①直前の４年３月までの国民年金保

険料は、同年４月に一括で納付されていること、及び申立期間①直後の５年

７月から７年３月までの保険料は、同年８月に一括で納付されていることが、

オンライン記録により確認できること、ⅱ）申立人から提出されたその父親

の確定申告書（控）のうち、４年分及び７年分の確定申告書（控）には、社

会保険料控除として保険料額の記載があるものの、５年分及び６年分の確定

申告書（控）には、社会保険料控除として保険料額が記載されていないこと

から、申立人の父親は、５年及び６年中に保険料を納付していなかったと考

えるのが自然であり、申立期間①の保険料が納付されていたとは考え難い。 

   さらに、申立人から提出されたその父親の平成７年分の確定申告書（控）



 

  

に社会保険料控除として記載されている国民年金保険料額は、同年８月に一

括で納付されている申立期間①直後の５年７月から７年３月までの保険料額

と一致していることから、同年中に、申立期間②の保険料が納付されていた

とは推認することができない上、その父親の８年分及び９年分の確定申告書

（控）に社会保険料控除として記載されている保険料額に、申立期間②の保

険料が含まれているとは認められないことから、申立期間②の保険料が過年

度納付されていたと推認することもできない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5738 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年７月から 54 年１月までの国民年金保険料及び 50 年７月

から 55 年７月までの付加保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50年７月から 55年７月まで 

私の夫は、私が昭和 50 年７月に会社を退職した後しばらくしてから、区

役所で私の国民年金の任意加入手続及び付加年金の加入手続を行ってくれ

た。国民年金保険料については、私の夫が、定額保険料に加えて付加保険

料を加入当初に何箇月か遡ってまとめて納付し、その後は、定期的に区役

所又は金融機関で納付書により納付していた。付加保険料については、55

年８月に転居したことを契機に納付することをやめた。 

昭和 50 年７月から 54 年１月までの期間が国民年金に未加入で国民年金

保険料が未納とされていること、及び 50 年７月から 55 年７月までの付加

保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年７月に会社を退職した後しばらくしてから、その夫が

申立人の国民年金の任意加入手続及び付加年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料については、夫が、定額保険料に加えて付加保険料を区役

所又は金融機関で納付書により納付していたと主張しているが、申立人は、

任意加入手続、付加年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、

申立人の保険料を納付していたとするその夫は、保険料の納付金額及び納付

時期についての記憶が曖昧であることから、国民年金の加入状況及び保険料

の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、昭和 54 年２月６日に国民年金に任意加入していることが

申立人の所持する年金手帳、特殊台帳及びオンライン記録で確認できること

から、申立期間のうち、50 年７月から 54 年１月までの期間は国民年金に未



 

  

加入で国民年金保険料を納付することができない期間である上、別の国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人の所持する年金手帳及び特殊台帳では、申立人が付加年金

に加入した形跡は見当たらない。 

   加えて、申立人が昭和 50 年７月から 54 年１月までの国民年金保険料及び

50 年７月から 55 年７月までの付加保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が昭和 50 年７月から 54 年１月までの国民年金保険料及び 50

年７月から 55 年７月までの付加保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5739 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年５月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成９年５月 

私は、会社を退職した平成９年５月に、区役所で厚生年金保険から国民

年金への切替手続を行い、後日、申立期間の国民年金保険料を納付したと

思う。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した平成９年５月に、区役所で厚生年金保険から国

民年金への切替手続を行い、後日、申立期間の国民年金保険料を納付したと

思うと主張しているが、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続

を行った際の状況や保険料の納付時期、納付場所及び納付金額についての記

憶が定かではないことから、申立期間当時の厚生年金保険から国民年金への

切替状況及び保険料の納付済状況は不明である。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、基

礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていた状

況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えに

くい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5740 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年 11 月から 12 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 11年 11月から 12年８月まで 

私の母親は、私が平成 11 年 11 月に会社を退職した後すぐに、私の厚生

年金保険から国民年金への切替手続を区役所で行ってくれた。切替手続後

の国民年金保険料については、私の母親が金融機関又は郵便局で納付して

いたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 11 年 11 月に会社を退職した後すぐにその母親が申立人の

厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、申立期間の国民年金保険料

を納付していたと主張しているが、申立人は、厚生年金保険から国民年金へ

の切替手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金への

切替手続を行い、申立期間の保険料を納付していたとするその母親は、当該

切替手続、保険料の納付時期及び納付金額についての記憶が曖昧であること

から、厚生年金保険から国民年金への切替手続の状況及び保険料の納付状況

が不明である。 

   また、申立人は、会社を退職した平成 11 年 11 月頃に、厚生年金保険から

国民年金への切替手続を行ったと主張しているが、オンライン記録では、申

立人に対し、12 年１月に国民年金への切替手続を勧奨する通知が送付されて

いることが確認できることから、申立内容と一致しない。 

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていた

状況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考え

にくい。 



 

  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5741 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年４月から平成２年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成２年８月まで 

私が、20 歳になった頃、正確な時期は不明だが、自分で区役所に行き、

国民年金の加入手続を行ったと思う。平成２年９月に厚生年金保険に加入

するまで、区役所又は郵便局で国民年金保険料を納付していたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった頃、区役所で国民年金の加入手続を行い、区役所

又は郵便局で国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、

国民年金の加入手続を行った時期及び保険料を納付した記憶が曖昧であるこ

とから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、国民年金手帳

記号番号払出簿から、平成６年９月と確認できることから、申立期間は、当

時、国民年金の未加入期間で国民年金保険料を納付することができない期間

であり、申立期間から手帳記号番号の払出時期を通じて同一住所に居住して

いた申立人に、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5742 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年 12 月から 55 年２月までの期間及び同年４月から 60 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 51年 12月から 55年２月まで 

② 昭和 55年４月から 60年３月まで 

私は、20 歳になった昭和 51 年＊月頃、父親と一緒に、当時居住してい

た区の区役所の分庁舎に出向き、国民年金の加入手続を行ったことを憶
おぼ

え

ている。私は、申立期間①当時は専門学校生であり、申立期間②当時は、

55 年４月から 56 年３月末まで受験生で、同年４月に大学に入学し、60 年

３月に卒業した。申立期間①及び②の国民年金保険料については、父親が、

毎月又は半年ごとに、同分庁舎で納付してくれていたことを憶
おぼ

えており、

時々は、私も納付したような気がする。私の父親は誠実な人物であり、当

時定期的な収入もあったため、私の保険料を、確実に納付してくれていた

はずである。私は、当該期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 51 年＊月頃、その父親と一緒に、国民年金

の加入手続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前

後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、申立人

の加入手続は、60 年３月頃に行われたと推認され、申立内容と一致しない上、

その時点において、申立期間①及び②の国民年金保険料の大半は時効により

納付することができず、当該期間の保険料を納付するためには、別の手帳記

号番号が払い出されなければならないが、申立人は、申立期間①の始期から

自身の手帳記号番号が払い出された時期を通じて同一区内に居住しており、

別の手帳記号番号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 



 

  

   また、申立人は、国民年金の加入手続後、その父親が申立期間①及び②の

国民年金保険料のほとんどを納付してくれていたと述べているが、その父親

は既に他界している上、申立人及びその父親が納付したとする当該期間の保

険料月額は、実際に納付した場合の保険料月額と相違していることなど、当

該期間当時の保険料に係る申立人の記憶は曖昧であり、保険料の納付状況は

不明である。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5743 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年４月から同年 12月まで 

大学生が国民年金の強制加入となった平成３年４月頃、母親が、区役所

出張所で、私の国民年金の加入手続を行った。 

その後、母親が、私の申立期間の国民年金保険料を、金融機関で直接又

は口座振替により納付していたと思うが、遡って、保険料を納付したとい

うことを聞いたこともある。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成３年４月頃、その母親が、申立人の国民年金の加入手続を

行ったとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の被保険

者の被保険者資格記録等から、申立人の国民年金の加入手続時期は、６年２

月頃であると推認され、その母親が申立人の国民年金の加入手続を行ったと

する時期とは一致しない。 

   また、申立人は、年金手帳に記載された国民年金の「初めて被保険者とな

った日」の欄に「平成３年４月１日」と書かれているため、申立期間の国民

年金保険料を、全て納付しているはずであるとしているが、制度上、国民年

金の被保険者資格取得日は、加入手続時期にかかわらず、国民年金の強制加

入期間の初日まで遡ることから、加入手続時期及び保険料納付の始期を特定

するものではない。 

   さらに、申立人が主張するように、確かに、遡って国民年金保険料が納付

されている期間があるものの、その保険料は、申立人が国民年金の加入手続

を行ったと推認される平成６年２月の時点で、納付することが可能である４

年１月までの保険料であり、６年２月の時点において、遡って納付すること



 

  

ができる保険料については、全て納付されていることからみても、申立期間

の保険料は、法律上定められた時効により、納付することができなかったも

のと考えるのが自然である。ちなみに、当該期間の保険料を納付するために

は、別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、申立人は、

当該期間の始期である３年４月から、国民年金の加入手続が行われたと推認

される６年２月までの期間を通じて、同一区内に居住しており、別の手帳記

号番号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5744 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 12 月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月から 43年３月まで 

私は、昭和 39 年 12 月に、父親が経営する会社に就職し、申立期間は家

族一緒に仕事をしていた。家族の国民年金保険料は、母親が納付していた

と姉が言っている。ほかの家族は国民年金に加入し、保険料を納付してい

たにもかかわらず、私の保険料のみが未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その姉が、申立人の母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は国民年金の加入

手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続

を行い、保険料を納付していたとするその母親は高齢のため事情を聴取する

ことができないことから、申立人の国民年金の加入状況及び保険料の納付状

況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年１月にその弟と連番で

払い出されていることから、申立人とその弟は同時に国民年金の加入手続を

行ったものと推認でき、加入手続の時点で、申立期間の過半の期間は時効に

より国民年金保険料を納付することができない期間である上、申立人の弟に

ついても、申立人と同様に、申立期間直後の 43 年４月から納付済みとなっ

ているが、同年同月より前の申立期間は未納となっていることから、申立人

の申立期間の保険料が納付されていたとは考えにくい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5745 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年１月から同年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年１月から同年５月まで 

私は、会社を退職した後の昭和 57 年１月に、市役所で国民年金の加入手

続を行った。加入手続後の国民年金保険料については、私が私の妻の保険

料と一緒に納付していたにもかかわらず、申立期間が国民年金に未加入で

保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した後の昭和 57 年１月に、国民年金の加入手続を行

い、申立期間の国民年金保険料については、その妻の保険料と一緒に納付し

ていたと主張しているが、申立人から当時の状況を聞くことができない上、

申立期間の保険料を一緒に納付していたとするその妻は、申立期間当時、夫

婦の保険料の納付行動は別々であったと述べていることから、申立期間の国

民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、厚生年金保険に加入していた記録はあるものの、申立人

が所持する年金手帳及びオンライン記録では申立人が国民年金に加入した形

跡が見当たらないことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、国民

年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5746 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年９月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 11年９月から同年 12月まで 

私は、平成 11 年８月末に勤務先を退職後すぐに、市役所で厚生年金保険

から国民年金への切替手続を行った。その後、同年 12 月に転居先の区の区

役所で婚姻届を提出し、転居前に郵送されてきていた申立期間の国民年金

保険料の納付書と年金手帳を持参し、同区役所の年金課の窓口において、

住所変更の手続を行い、その時点で未納とされていた申立期間の保険料を

まとめて納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 11 年８月末に勤務先を退職後すぐに、市役所で厚生年金保

険から国民年金への切替手続を行ったと述べているが、12 年５月に、転居前

に居住していた住所地を管轄する社会保険事務所（当時）から、申立人に対

し、国民年金被保険者資格の取得勧奨が実施されていることから、申立人の

国民年金への切替手続は、同年同月以降に行われたと推認され、申立内容と

一致しない上、その時点において、過年度であるため国庫金として納付する

こととなる申立期間の保険料は、制度上、区役所の窓口で納付することがで

きない。 

   また、申立人は、平成 11 年 12 月頃に、４か月分である申立期間の国民年

金保険料をまとめて納付し、その後の保険料は毎月納付していたはずである

と述べているが、オンライン記録によると、申立人は、14 年２月頃に、11

年 12 月から 12 年３月までの４か月分の保険料を遡って納付していることが

確認でき、申立内容と一致しない上、その時点で、申立期間のうち、11 年

12月の保険料は、時効を理由として還付されている。 



 

  

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、

同番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていた状況下

において、当該期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えにくい。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5747 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年３月から 58 年８月までの期間及び 61 年３月から同年４

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 57年３月から 58年８月まで 

② 昭和 61年３月から同年４月まで 

私は、親に勧められたため国民年金の加入手続を行ったことは憶
おぼ

えてい

るが、それ以外のことについては具体的に憶
おぼ

えていない。 

申立期間①の国民年金保険料については昭和 57 年４月頃、申立期間②の

保険料については 61 年４月頃、私が手元にあった 10 万円の中からまとめ

て納付書により郵便局で納付した。保険料の納付額は憶
おぼ

えていないが、申

立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、親に勧められたため国民年金の加入手続を行い、申立期間①に

ついては、昭和 57 年４月頃、申立期間②については、61 年４月頃、当時居

住していた区内の郵便局で国民年金保険料を納付したと述べているが、申立

人の国民年金手帳記号番号は、申立人が同年 10 月以降に居住していた市で

払い出されていることから、申立内容と一致しない上、別の手帳記号番号が

払い出された事情は見当たらず、その形跡も無い。 

   また、申立人の国民年金の加入手続時期は、申立人の国民年金手帳記号番

号の前の番号が付与された 20 歳到達時に資格取得している強制加入被保険

者の国民年金保険料の納付開始日及び申立人の第３号被保険者該当の届出の

処理日から、昭和 62 年２月から同年４月頃までの期間であると推認される

が、オンライン記録によると、申立期間①及び②の国民年金の資格記録が平

成７年８月 11 日に追加されており、その時点まで当該期間は未加入期間で、

保険料を納付することはできない期間である上、その時点では時効により保



 

  

険料を納付することができない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5748 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年 11 月から５年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年 11月から５年３月まで 

私は、平成４年９月に、社会保険事務所（当時）で、国民年金の加入手

続を行い、８万円ぐらいを国民年金保険料として納付したと思う。 

その後、ねんきん特別便を見て、平成４年９月及び同年 10 月の国民年金

保険料が未納とされていることが分かったので、年金事務所へ確認を求め

たところ、23 年１月に未納から納付済みへと記録が訂正された。国民年金

の加入手続を行った際に納付した金額を考えると、４年９月及び同年 10 月

のみではなく、同年 11 月から５年３月までの保険料も納付していたのだと

思う。 

平成４年 11 月から厚生年金保険に加入していたので、重複して納付した

申立期間の国民年金保険料を還付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成４年９月に８万円ぐらいを納付した記憶があることから、

これが国民年金保険料だったのであれば、現在納付済みとされている同年同

月及び同年 10 月のみの保険料ではなく、申立期間を含む、同年９月から５

年３月までの保険料だったのではないかと思うと主張するものの、納付した

と記憶している８万円については、国民年金保険料であったか定かではない

と述べるなど、４年 11 月から５年３月までの保険料を納付していたとする

根拠は曖昧である。 

   また、平成４年９月及び同年 10 月の国民年金保険料は、申立人が厚生年金

保険に加入した同年 11 月に納付されていること、及びその金額は１万 9,400

円であることが確認できることに加え、同年９月から５年３月までの保険料

を実際に納付する場合に必要となる金額は、６万 7,900 円であることから、



 

  

申立内容とも一致しない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5749 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年４月から 41 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 41年 12月まで 

国民年金制度が発足したときに、父親が、私の国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料を納付してくれていた。 

昭和 38 年４月に結婚した後は、自宅に集金人が来ていたので、義父が、

国民年金に加入している家族全員分の国民年金保険料を納付してくれてい

たと思う。 

義父は、きちんとした人だったので、申立期間の国民年金保険料も納付

してくれているはずであり、申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 38 年４月に結婚した後は、自宅に集金人が来ていたので、

その義父が、国民年金に加入している家族全員分の国民年金保険料を納付し

てくれていたと思うと主張しているが、申立人自身は、保険料の納付に直接

関与しておらず、申立人の保険料の納付を行ったとするその義父は、既に亡

くなっていることから、申立期間当時の保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人は、国民年金制度が発足したときに、その父親が、申立人の

国民年金の加入手続を行ってくれたと主張しているところ、申立人には、昭

和 35 年 10 月に、その父親及び母親と連番で、最初の国民年金手帳記号番号

が払い出されているが、その手帳記号番号の特殊台帳には、申立人が 38 年

４月に結婚したことに伴う氏名変更、住所変更の記録が記載されていないこ

と、及び同特殊台帳に記載されている 36 年４月から 38 年３月までの国民年

金保険料の納付記録は、平成 22 年 10 月に昭和 45 年１月に払い出された別

の手帳記号番号に基づく納付記録と統合されていることが、オンライン記録



 

  

により確認できる。 

   さらに、申立人に対して、昭和 35 年 10 月に払い出された国民年金手帳記

号番号とは別の手帳記号番号が、45 年１月頃に払い出されていることが確認

できることから、その義父が、申立期間当時に、申立人の国民年金の加入手

続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたとは考え難い。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5750 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年 10 月から９年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年 10月から９年８月まで 

私は、平成９年８月頃に、市役所で国民年金の加入手続を行った。その

後、私が、銀行で納付書により申立期間の国民年金保険料を遡ってまとめ

て納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成９年８月頃に、市役所で国民年金の加入手続を行ったと主

張しているが、申立人の基礎年金番号は、10 年４月に付番されていることが、

オンライン記録により確認できることから、国民年金の加入手続時期につい

ての申立人の主張と一致していない上、申立人に別の基礎年金番号が付番さ

れていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   また、申立人は、銀行で納付書により申立期間の国民年金保険料を遡って

まとめて納付したと主張しているが、ⅰ）申立人は、保険料を遡ってまとめ

て納付したのは一度だけだと思うとしていること、ⅱ）申立期間直後の平成

９年９月から 10 年３月までの保険料が、11 年 10 月に過年度納付されている

ことが、オンライン記録により確認できることから、申立人が遡ってまとめ

て納付したのは、当該期間の保険料であったと考えるのが合理的である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとする平成９年８

月頃の時期は、同年１月の基礎年金番号導入後の時期であり、基礎年金番号

に基づき、保険料の収納事務の電算化が図られていた状況下において、申立

期間の記録管理が適切に行われていなかった可能性は低い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5751 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から同年６月まで 

私は、時期は不明であるが、社会保険事務所（当時）で年金の裁定請求

の手続を行った際に、申立期間の国民年金の被保険者資格を第３号被保険

者から第１号被保険者へ変更してもらい、その場で、申立期間の国民年金

保険料を納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、時期は不明であるが、社会保険事務所で年金の裁定請求の手続

を行った際に、申立期間の国民年金の被保険者資格を第３号被保険者から第

１号被保険者へ変更してもらったと主張しているが、ⅰ）申立人の裁定請求

の受付時期は、昭和 61 年７月であること、ⅱ）申立期間の第３号被保険者

から第１号被保険者への種別変更は、平成元年 11 月に行われていることが、

申立人のオンライン記録により確認できることから、被保険者資格の変更時

期についての申立人の主張と一致しない。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金の被保険者資格を第３号被保険者か

ら第１号被保険者へ変更した際に、当該期間の国民年金保険料を納付したと

主張しているが、種別変更された平成元年 11 月の時点では、当該期間は、

時効により保険料を納付することができない期間であることから、申立人が、

当該期間の保険料を納付していたとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5752 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年５月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年５月から 38年３月まで 

昭和 36 年５月頃に、元雇用主が、区役所で私の国民年金の加入手続を行

ってくれたはずである。 

その後、元雇用主が、毎月、区役所で私及び元同僚の二人分の国民年金

保険料を納付してくれたはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年５月頃に、その元雇用主が、申立人の国民年金の加入

手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたはずであると主張し

ているが、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与

しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする

その元雇用主は既に他界していることから、申立期間当時の国民年金の加入

状況及び保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 38 年８月頃に払い出されて

いることが確認できることから、国民年金の加入手続時期についての申立人

の主張と一致しない上、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期を

通じて同一区内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5961 

 

第１ 委員会の結論 

   総務省神奈川行政評価事務所長から平成 23 年４月 20 日付け年神奈委第

3618 号「年金記録の訂正に関するあっせんについて（通知）」で申立人

に通知した、申立期間のうち、平成 12 年 10 月から 13 年１月までの期間

に係る申立人の年金記録に係る苦情のあっせんについては、同あっせん後

にオンライン記録における標準報酬月額があっせんした標準報酬月額と同

額となっていることが確認されたことから、当該あっせんに基づく申立人

の当該期間に係る記録の訂正を行うことができないものと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 40 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年 10 月 11 日から 13 年２月 16 日まで 

    私は、平成８年 10 月 11 日から 13 年２月 15 日までＡ社に勤務し、給

与支給額は 30 万円以上であったのに標準報酬月額が低くなっているの

で、調査して標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

   （注）申立期間のうち、平成 12 年 10 月から 13 年１月までの期間以外

の期間については、当委員会の決定に基づく 23 年４月 20 日付け通

知文で年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間のうち、平成 12 年 10 月から 13 年１月までの期間に

係る標準報酬月額に係る記録については、Ａ社が保管する賃金台帳におい

て確認できる保険料控除額から、９万 8,000 円に訂正することが必要であ

るとして、既に当委員会で決定したあっせん案の報告に基づき、総務省神

奈川行政評価事務所長から 23 年４月 20 日付け年神奈委第 3618 号「年金

記録の訂正に関するあっせんについて（通知）」で申立人に通知した総務

大臣の年金記録に係る苦情のあっせんが行われている。 

   しかしながら、オンライン記録における標準報酬月額は、あっせんした

標準報酬月額と同額となっていることが確認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



                      

  

平成 23 年４月 20 日付け通知のあっせんは、事実関係を誤認したものであ

り、12 年 10 月から 13 年１月までの期間における標準報酬月額に係る記

録の訂正を行うことはできないものと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5962 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年４月頃から 20 年６月頃まで 

    私は、Ｂ校在学中の昭和 18 年４月頃から 20 年６月頃までの期間にお

いて、Ａ社で勤労動員学徒として働いたが、その期間の厚生年金保険の

被保険者記録が無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ校在学中に勤労動員学徒としてＡ社に勤務していたことを

鮮明に記憶しており、Ｃ県教育史「学徒動員出勤工場調」に申立人が在学

していたＢ校が記録されていることから、申立人は、申立期間において同

社に勤労動員学徒として勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、申立人が一緒に勤労動員学徒としてＡ社に勤務したとし

て名前を挙げた者は、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に見

当たらず、また、姓のみを記憶している同僚は、個人を特定できず、照会

することができないことから、厚生年金保険料の控除について証言を得る

ことができなかった。 

   また、Ａ社に係る上記被保険者名簿に記録のある同世代の者に照会した

が、このうち申立人と同窓であったとする複数の者は、「私は、申立人よ

り１学年上であり、繰上げ卒業となった日以降にＡ社の厚生年金保険の被

保険者となった。」と回答しているところ、上記被保険者名簿において、

繰上げ卒業後の昭和 19 年６月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得

していることが確認できる上、申立人が 20 年＊月＊日の空襲による被災

のために転校したＤ校（現在は、Ｅ校）は、申立人の同校の卒業は 21 年

３月 22 日であると回答していることを勘案すると、申立期間において勤



                      

  

労動員学徒であった申立人は、同社において、厚生年金保険の被保険者と

して取り扱われていなかったことがうかがえる。 

   さらに、労働者年金保険法施行令（昭和 16 年勅令第 1250 号）第 10 条

第３号及び厚生省告示第 50 号（昭和 19 年）により、学徒動員については

厚生年金保険の被保険者から除外される扱いとなっており、また、Ｃ県学

徒勤労動員実施要領においては、勤労動員学徒は、教育練成の一環とする

旨定められている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5963 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年５月 21 日から 29 年９月６日まで 

    私がＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険被保険

者記録が欠落している。申立期間について、同社に合併される前のＢ社

に入社し、合併後も継続してＡ社に勤務していた。調査の上、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間については、Ａ社に勤務していたと述べている。 

   しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人は、

昭和 27 年９月 21 日に同社の被保険者資格を取得し、28 年５月 21 日に同

資格を喪失した記録が確認でき、オンライン記録と一致する。 

   また、Ａ社は、「当時の記録は保管されておらず、申立期間について申

立人の厚生年金保険の資格取得に係る届出、保険料控除及び保険料納付に

ついては不明であり、Ｂ社からの転籍者名簿等の資料も無い。」と回答し

ている上、申立期間に同社の厚生年金保険被保険者となっている者に同僚

照会を行ったが、既に死亡又は連絡先不明のため、証言を得ることができ

ず、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除について

確認できない。 

   さらに、申立人が当時一緒に勤務したと記憶する複数の同僚は、申立期

間において、Ａ社の厚生年金保険被保険者となっていない。 

   このほか、申立人は、申立期間における厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持して

おらず、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除に係

る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5964 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年８月 30 日から同年９月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 51 年４月１日から 61 年８月 31 日まで勤務してい

た。 

    しかし、厚生年金保険の記録では、申立期間が厚生年金保険の被保険

者期間となっていない。 

    私は、昭和 51 年４月１日から平成 21 年 12 月 31 日まで一貫して会社

勤めを継続しており、厚生年金保険料が控除されなかった月があった記

憶は無い。 

    調査の上、厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚に照会したものの、申立人の退職日が昭和 61 年８月 31 日で

あったことを確認できる具体的な供述を得ることができなかった。 

   また、雇用保険の記録によると、申立人の離職日は昭和 61 年８月 29 日

となっており、オンライン記録における厚生年金保険の資格喪失日と一致

している。 

   さらに、複数の同僚について雇用保険の記録を調査したところ、いずれ

も雇用保険の離職日とオンライン記録における厚生年金保険の資格喪失日

は一致していることが確認できる。 

   加えて、Ａ社の事業を承継しているＢ社は、「当時の資料は残っていな

い。」と回答しており、申立人に係る人事記録及び給与関係書類を確認す

ることができない上、申立人も、申立期間における勤務実態及び厚生年金

保険料の控除について確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控



                      

  

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5965 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年 10 月１日から 40 年１月１日まで 

             ② 昭和 40 年１月１日から 41 年７月１日まで 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤務していた昭和

39 年 10 月から 41 年６月までの標準報酬月額が、直前の標準報酬月額

よりも低くなっているが、当該期間は特に問題無く、給与は上がってい

た。また、同社Ｃ支社から同社Ｄ支社に転勤と同時に主任にも昇格して

いるので、給与が減額されることは考え難い。給与明細書等は無いが、

調査の上、申立期間の標準報酬月額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社Ｃ支社に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、

昭和 39 年 10 月１日の定時決定の際に、３万 6,000 円から３万 3,000 円に

減額されている。また、40 年１月１日付けで同社Ｃ支社から同社Ｄ支社

に転勤したのと同時に主任にも昇格しているが、40 年１月から同年９月

までは３万 3,000 円とされ、同年 10 月１日の定時決定の際に、３万

3,000 円から２万 2,000 円に減額されている。当時の給与は上がっていた

ので、標準報酬月額の記録が直前のものより低額となることは考えられな

い。」として申立期間①及び②における標準報酬月額の相違について、申

し立てている。 

   しかし、Ｂ社は、「申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の控除額が

分かる賃金台帳等の資料を保管していないことから、申立人の申立期間①

及び②における報酬月額及び保険料控除額について確認することができな

い。」と回答している。 



                      

  

   申立期間①について、Ａ社Ｃ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、オ

ンライン記録とも一致している上、申立人の標準報酬月額が遡って訂正さ

れた形跡も無く、社会保険事務所（当時）の処理に不自然さはうかがえな

い。 

   また、Ａ社Ｃ支社に係る上記の被保険者名簿から、申立人と同様に昭和

38 年 10 月１日付けで同社Ｃ支社の厚生年金保険被保険者資格を取得した

者で、かつ、39 年 10 月１日付けの定時決定で標準報酬月額が改定された

者について縦覧調査を行ったところ、申立人と同期入社で同職種の同僚も

同年 10 月の定時決定時の標準報酬月額が資格取得時点に比べ、減額決定

されていることが確認できる。 

   申立期間②について、Ａ社Ｄ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿を確認したところ、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、

オンライン記録とも一致している上、申立人の標準報酬月額が遡って訂正

された形跡も無く、社会保険事務所の処理に不自然さはうかがえない。 

   また、Ａ社Ｃ支社から同社Ｄ支社へ異動した時点（昭和 40 年１月１

日）の標準報酬月額については、上記被保険者名簿から、同社Ｃ支社にお

ける厚生年金保険被保険者の資格喪失時の標準報酬月額と同額であること

が確認でき、不自然さは見当たらない。 

   さらに、Ａ社Ｄ支社における昭和 40 年 10 月１日の定時決定時の在籍者

について、上記被保険者名簿を縦覧調査したところ、標準報酬月額が前回

の記録より大幅に減額決定された被保険者が散在することが確認できる上、

申立人と同期入社の同僚も標準報酬月額が直前の記録より低額となってい

ることが確認できる。 

   このほか、申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5966 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年９月１日から 21 年４月１日まで 

    私は、昭和 18 年９月から 21 年３月末までの間、夜はＡ学校の夜間に

通いながら、昼間はＢ社で正社員として勤務した。しかしながら、その

期間の厚生年金保険の記録が無い。勤務していたことは間違いないので、

調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の供述内容及び複数の同僚の証言から、申立人が申立期間につい

て、Ｂ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、事業主は、保管している労働者名簿及び社会保険被保険者管理

台帳の中に申立人の氏名は無いと回答している。 

   また、申立人が同僚として名前を挙げていた複数の同僚は、「当時、Ｂ

社にはＣ制度というものがあり、申立人同様、昼間はＢ社で仕事をし、夜

間は学校に通う人達が多かった。仕事は臨時アルバイトみたいなものだっ

たので、厚生年金保険には加入していなかった。」と証言している。 

   さらに、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人の氏名は

見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5967 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年４月４日から 61 年４月１日まで 

    正社員としてＡ社に勤務していた期間の厚生年金保険の被保険者記録

が欠落しているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の元代表取締役は、「申立人の勤務期間は覚えていないが、申立人

は同社に勤務していた。」と証言していること、及び申立人を同社に紹介

したとする取引先企業の２名は、「申立人が昭和 60 年頃から１年ぐらい、

同社に勤務していた。」と証言していることから、期間は特定できないも

のの、申立人が同社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、Ａ社の元代表取締役は、申立期間当時の資料を保管して

いないことから、申立人の厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

   また、申立期間当時のＡ社の社会保険事務担当者は、「中途採用の社員

については、一定期間経過後、厚生年金保険と雇用保険に同時に加入させ

ていたと思う。」と証言していることから、オンライン記録で同社の被保

険者として確認できる７名について調査したところ、７名は、いずれも同

社に係る厚生年金保険と雇用保険の資格取得日が一致していることが確認

できる一方、雇用保険被保険者記録照会において、申立人の同社に係る雇

用保険の被保険者記録は確認することができなかった。 

   さらに、中途採用であったとする複数の同僚は、Ａ社においては試用期

間があり、入社日と厚生年金保険の資格取得日は一致していないとしてい

る。 



                      

  

   加えて、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておら

ず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関係資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5968 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年６月頃から 25 年４月頃まで 

    私は、昭和 22 年６月頃から 25 年４月頃までＡ事業所に勤務していた

が、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。当時の保険料控除を

証明する給与明細書等の資料は残っていないが、申立期間の厚生年金保

険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   駐留軍施設に勤務していた従業員の労務管理を行っていたＢ渉外労務管

理事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人が名前を

挙げた同僚の被保険者記録が確認できることから、期間は特定できないも

のの、申立人が同事務所に勤務していたことはうかがえる。 

   しかしながら、駐留軍施設に勤務する日本人労働者は、国の被雇用者で

あるとの身分を有していたものの、厚生年金保険法が適用されるようにな

ったのは、「進駐軍労務者に対する健康保険法及び厚生年金保険法の適用

に関する件」（昭和 23 年 12 月１日付保発第 92 号厚生省保険局長通知）

に基づき、昭和 24 年４月１日からであり、申立期間のうち、22 年６月頃

から 24 年３月までは同法の適用から除外されていた期間に当たる上、社

会保険事務所（当時）の記録においても、Ｂ渉外労務管理事務所が厚生年

金保険の適用事業所となったのは、同年４月１日であることが確認できる。 

   また、Ｂ渉外労務管理事務所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくな

っており、同事務所における在籍記録を継承しているＣ防衛局Ｄ防衛事務

所は「資料が残っていないため、申立人の在籍については不明。」と回答

している上、申立人が名前を記憶している事務担当者は既に死亡しており、

供述を得られないことから、申立人の厚生年金保険料の控除について確認



                      

  

できない。 

   さらに、Ｂ渉外労務管理事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿に申立人の名前は見当たらず、申立人に係る厚生年金保険被保険者

台帳に申立期間における同事務所での被保険者記録は記載されていない。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持し

ておらず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5969 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年 12 月２日から 37 年９月１日まで 

             ② 昭和 45 年頃から 49 年２月 26 日まで 

    申立期間①について、私は、Ａ社に 24 か月間勤務したはずだが、同

社における厚生年金保険被保険者記録は初めの３か月のみで、当該期間

が被保険者期間となっていない。 

    申立期間②について、私は昭和 45 年頃にＢ社に入社し、約５年間勤

務したと思うが、同社における厚生年金保険被保険者資格取得日は 49

年２月 26 日となっており、勤務した初めの期間が被保険者期間となっ

ていない。 

    申立期間①及び②について調査して厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社には 24 か月間勤務したが、厚生

年金保険被保険者期間が３か月のみなので、当該期間も被保険者期間とし

て認めてほしいと申し立てている。 

   しかしながら、申立期間①にＡ社で厚生年金保険被保険者資格記録のあ

る同僚 25 名に照会したものの、申立人を記憶している者はおらず、申立

人の当該期間における勤務実態及び雇用形態について確認することができ

ない。 

   また、申立人はＡ社における同僚の名前を記憶していないことから、勤

務実態及び保険料控除について確認することができない。 

   さらに、Ａ社では、申立人に係る給与関係資料は保管していないとして

おり、申立人の当該期間における勤務実態及び保険料控除について確認す



                      

  

ることができない。 

   申立期間②について、複数の同僚の証言から、申立人が当該期間にＢ社

に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人が名前を挙げた同僚は｢私は、Ｂ社でパート従業員とし

て勤務しており、近所に住んでいた申立人に同社のパート従業員の仕事を

紹介した。私は、昭和 44 年４月に入社したが、厚生年金保険に加入した

のは 46 年４月である。｣旨を供述している上、申立人を記憶しているほか

のパート従業員の同僚も｢私が入社したのは 42 年７月であるが厚生年金保

険に加入したのは 45 年３月である。｣旨を供述していることを踏まえると、

同社ではパート従業員について入社と同時に厚生年金保険に加入させてい

ない状況がうかがえる。 

   また、当時のＢ社の社会保険担当者は｢当該期間当時は雇用形態によっ

て異なる取扱いをしていた。パート従業員は当初、日雇健康保険に加入さ

せ、厚生年金保険については夫の扶養を希望する者もいたことから、昭和

50 年頃までは入社後すぐには加入させていなかった。｣旨を回答している。 

   さらに、申立人の夫が加入していたＣ県共済組合資格喪失証明書による

と、申立人は昭和 37 年 12 月１日から 58 年 11 月１日まで被扶養者になっ

ていることが確認できる。 

   加えて、Ｂ社は、申立期間の正社員の社会保険に関する書類を保管して

いるが、申立人の氏名は確認できず、当該期間に給与から厚生年金保険料

を控除したかは不明と回答している。 

   このほか、申立人は給与明細書を保管しておらず、申立期間①及び②に

おける厚生年金保険料の控除をうかがえる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①及び②について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5970（事案 56 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年 12 月 30 日から 31 年３月５日まで 

             ② 平成７年９月 18 日から９年４月１日まで 

    オンライン記録では、Ａ社における昭和 30 年 12 月 30 日から 31 年３

月４日までの期間の厚生年金保険被保険者記録が無いが、私は、同社に

入社以来、転勤や欠勤も無く 34 年４月 10 日まで継続して勤務していた。

当時の同僚等の名前を思い出したので、再調査の上、記録を訂正してほ

しい。 

    また、オンライン記録では、Ｂ社における厚生年金保険被保険者の資

格取得日が平成９年４月１日となっているが、実際は、７年９月 18 日

から勤務していた。入社時に経理担当者から、健康保険料、厚生年金保

険料及び雇用保険料の金額を聞き、それを記録していたため、９年４月

１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得しているのは不自然である。

再調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社は昭和 40 年２月 20 日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっている上、当時の事業主の所在が不明なため、当該期

間に係る勤務実態及び給与からの厚生年金保険料の控除を確認できる資料

が無いこと、及び社会保険事務所（当時）が保管する同社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿から、申立人は、30 年 12 月 30 日に厚生年金

保険被保険者の資格を喪失後、31 年３月５日に同資格を再取得している

ことが確認でき、この記録は、オンライン記録と一致している上、健康保

険番号も新たに付されているなど、継続して被保険者であったとは認め難

いこと、また、申立期間②について、事業主による給与からの厚生年金保



                      

  

険料の控除を確認できる資料が無いこと、及び当該期間において、申立人

は特別支給の老齢厚生年金が全額支給されている上、妻は国民年金の第１

号被保険者であり、その前後の期間は第３号被保険者であることなどから、

申立人が厚生年金保険の被保険者であったとは認め難いことから、既に当

委員会の決定に基づき平成 20 年６月９日付けで年金記録の訂正は必要な

いとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の再申立てに当たり、申立期間①について、当時の事業

主の息子であった元同僚（後の、Ａ社の事業主）の名前を挙げていること

から、当該同僚に文書による照会を行ったところ、同人は、「申立人は継

続して勤務していたとは思うが、当時の資料は残っていないため、申立人

の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、はっきりしたことは不

明。」と回答している。 

   このほかに、申立人から厚生年金保険料の控除を示す新たな資料の提出

や周辺事情も無く、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当

たらないことから、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間②について、申立人は、入社時にＢ社の経理担当者から、「厚

生年金保険料を含む給与からの社会保険料の控除額を聞いた。」と述べて

いることから、健康保険の記録を確認したところ、申立人は当該期間を含

む平成７年４月１日から９年４月１日まで健康保険の任意継続被保険者と

して健康保険料を自ら納付していることが確認できることから、同社は当

該期間において、厚生年金保険の加入手続を行っていなかったと考えるの

が自然である。 

   このほかに、申立人から厚生年金保険料の控除を示す新たな資料の提出

や周辺事情も無く、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当

たらないことから、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5971 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年７月１日から４年 10 月１日まで 

             ② 平成７年 10 月１日から９年６月１日まで 

    平成２年及び３年の年間給与額がほぼ同額であるにもかかわらず、申

立期間①の標準報酬月額が、それより前の期間に比べて低額となってい

る。 

    また、申立期間②についても、標準報酬月額がそれより前の期間に比

べて低額となっているので、所持している源泉徴収票等で確認し、訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち、平成４年５月から同年９月までの期間及び申立期間

②について、Ａ社から提供された社会保険の情報についての資料には、

1992 年（平成４年）５月、同年 10 月、1995（平成７年）年 10 月、1996

年（平成８年）10 月、1997 年（平成９年）４月、同年６月の標準報酬月

額、改定理由及び平均額が記載されており、この記載された標準報酬月額

は、平均額から適正に算出された金額であることが確認できる上、オンラ

イン記録と一致している。 

   また、申立人が所持する平成２年分から４年分まで及び６年分から９年

分までの「給与所得の源泉徴収票」の社会保険料の金額欄に記載された金

額（申立人が所持する平成３年度及び４年度並びに７年度から９年度まで

の「市民税・県民税特別徴収税額通知書」の社会保険料の金額欄に記載さ

れた金額は、前記源泉徴収票の社会保険料額と一致している。）は、オン

ライン記録の標準報酬月額から算出した健康保険及び厚生年金保険の保険



                      

  

料額に、雇用保険料額を加算した金額とおおむね一致することが確認でき

る。 

   さらに、申立期間①及び②のうち、Ｂ健康保険組合に記録が残っている

平成９年４月及び同年５月の標準報酬月額（44 万円）については、オン

ライン記録と一致していることが確認できる。 

   加えて、申立人から名前が挙がった同期入社の同じ職種である同僚１名

及び申立人と同じ昭和 60 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取

得した複数の同僚の標準報酬月額を調査したところ、申立人と時期は異な

るものの、多くの同僚の標準報酬月額について、10 万円以上減額されて

いる期間があることが確認できる上、申立人と同様に、遡及訂正等の不自

然な処理が行われた形跡は認められず、申立人の減額された標準報酬月額

が、当該同僚の減額された時期の標準報酬月額と比較して、著しく低額で

あるなどの事情は見受けられない。 

   また、Ａ社は、申立期間①及び②の標準報酬月額が、それより前の期間

の標準報酬月額より低額となっていることについて、「システムで全社員

の報酬月額を算出しているため、誤って低額あるいは高額になることは無

く、正しく算出している。」と回答している。 

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5972 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年３月１日から平成４年 10 月 15 日まで 

    私は、Ａ社でＢ職をしていた。在職中の給与は、一貫して 30 万円以

上あった。資料は何も無く、同僚の名前を記憶していないが、申立期間

の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当時受け取っていた給与額よりオンライン記録の標準報酬

月額が低いと申し立てている。 

   しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライ

ン記録において申立期間に被保険者記録がある者で、連絡先の判明した

者に、同社における申立期間当時の保険料控除について照会したが、給

与明細書等を所持している者はおらず、当時の状況が確認できない。 

   また、上記の同僚は、当時受け取っていた給与額と、オンライン記録

における標準報酬月額に相違は無いと思うと証言している。 

   さらに、元事業主は、既に死亡しているため、申立人の厚生年金保険

料控除等について確認することができない。 

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間について、申立人が主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5973 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年６月１日から 29 年５月１日まで 

             ② 昭和 30 年９月 20 日から 34 年３月１日まで 

    私は、昭和 27 年４月１日にＡ社へ入社し、同年６月１日に本採用と

なり、35 年１月１日まで勤務したにもかかわらず、申立期間①及び②

の厚生年金保険の被保険者記録が無い。申立期間①及び②を被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 27 年４月１日にＡ社に入社し、

同年６月１日に本採用になったと述べている。 

   しかし、Ａ社は、当時の資料を保管していないため、申立人が申立期間

①において勤務していたかは不明である旨の回答をしていることから、申

立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

   また、申立人は、「Ａ社には、姉が入社してしばらくしてから入社した

と記憶している。」と供述しているが、申立人の姉は、「私は昭和 29 年

５月頃、同社に入社した。」と述べている上、オンライン記録においても、

申立人の姉は、申立人が同社の厚生年金保険被保険者資格を取得した日と

同日の昭和 29 年５月１日付けで同社の被保険者資格を取得していること

が確認できる。 

   さらに、申立人が名前を挙げた同僚及び申立期間①にＡ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿に被保険者記録が確認でき、かつ、申立人及

び申立人の姉を知っているとする同僚に対する照会によっても、当該期間

に申立人が同社に勤務していたことをうかがえる証言は得られなかった。 

   申立期間②について、申立人は当該期間においてもＡ社に勤務していた



                      

  

と述べている。 

   しかし、Ａ社は、当時の資料を保管していないため、不明と回答してい

る上、申立人が名前を挙げた同僚からも、申立期間②において、申立人が

同社に継続して勤務していたことをうかがえる証言を得ることができなか

った。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人に係る

厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、申立人は、昭和 29 年５

月１日に同社に係る厚生年金保険の被保険者資格を取得し、30 年９月 20

日に同資格を喪失していること、及び上記被保険者名簿から、申立人は

34 年３月１日に新たに別の厚生年金保険被保険者記号番号で、同資格を

取得していることが確認でき、いずれもオンライン記録と一致している上、

新たに付番された同被保険者記号番号は、同日付けで払い出されたほかの

被保険者の記号番号と連番で払い出されており、一連の事務処理に不自然

さは見当たらない。 

   さらに、上記被保険者名簿のうち、申立人が昭和 30 年９月 20 日にＡ社

の被保険者資格を喪失した旨の記載が確認できる行の備考欄には、健康保

険被保険者証が返却されたことを示す「証返」の押印が確認できる。 

   このほか、申立人は申立期間①及び②において、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を

所持しておらず、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5974 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月 10 日から 63 年頃まで 

    私は、昭和 49 年４月から平成 11 年８月 21 日までＡ社に勤務したが、

私の年金記録を見ると、昭和 49 年４月から 63 年頃までの標準報酬月額

の金額が低すぎる。当時の報酬額について具体的な記憶は無いが、記録

にあるような金額では、家族を養うことができなかったと思うので、私

の記録を調査して訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の事業主は、申立期間の標準報酬月額について、実際に支給して

いた給与に基づいた届出は行っていなかった旨を述べているが、保険料

の控除については、届け出た標準報酬月額に基づいて行っていたと述べ

ている。 

   また、事業主が保管する賃金台帳及び給与明細書の控えに記載された

厚生年金保険料の控除額は、オンライン記録における標準報酬月額に基

づく保険料控除額と同額であることが確認できる。 

   さらに、オンライン記録の標準報酬月額は、事業主が保管する健康保

険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書に記載されている標準報酬

月額と一致していることが確認でき、遡った訂正等の形跡は見られない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5975 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年 12 月 21 日から 41 年 10 月１日まで 

    夫のねんきん定期便では、昭和 36 年 12 月 21 日から 41 年 10 月１日

までの期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落している。「Ａ」という

名前の会社に勤務していたと記憶しているので、調査をしてほしい。 

   （注）本申立ては、申立人の妻が死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、申立期間において、申立人が「Ａ」という会社に勤務し

ていたはずであると述べている。 

   しかし、申立人の妻は、当該事業所の正式な名称、所在地の記憶が曖昧

である上、同僚の名前も全く分からないと述べていることから、申立てに

係る事業所を特定することができない。 

   また、オンライン記録により、当時の申立人の居住地から通勤可能な範

囲の地域に所在する「Ａ」という名称を使用した適用事業所について調査

したところ、Ｂ県内にＣ社及びＤ社という厚生年金保険の適用事業所の存

在が確認できたが、いずれも申立人の妻が記憶する業種とは異なる業種の

事業所である上、いずれの事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿においても、申立人の氏名は見当たらない。 

   このほか、申立人の妻は、厚生年金保険料の控除について確認できる給

与明細書等の資料を所持しておらず、申立人が厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5976 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年４月１日から３年４月１日まで 

             ② 平成３年４月１日から４年６月１日まで 

    私は、平成元年４月１日から３年３月末までＡ社の派遣社員として、

派遣先であるＤ社Ｆ事業所において勤務していたが、申立期間①の厚生

年金保険の被保険者記録が全く無い。また、Ａ社を退職後の同年４月１

日から、Ｂ社（現在は、Ｃ社）の派遣社員として、Ｅ社Ｇ事業所におい

て勤務していたが、Ｂ社における厚生年金保険の被保険者資格を取得し

たのは、４年６月１日となっており、勤務開始当時の厚生年金保険の被

保険者記録が無い。申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社の派遣社員として、Ｄ社Ｆ事業

所に勤務したと主張しているが、申立人が記憶する同僚は、当該期間に

申立人が同社Ｆ事業所に勤務していたことは記憶しているものの、Ａ社

の派遣社員であったかどうかは分からないと供述している。 

   また、申立人のＡ社に係るオンライン記録及び雇用保険の加入記録は

確認できず、前述の申立人が記憶する同僚についても、同社に係るオン

ライン記録及び雇用保険の加入記録は確認できない。 

   さらに、申立期間①当時、Ａ社において厚生年金保険の被保険者記録

のある複数の同僚が、厚生年金保険の加入は希望制であったと述べてお

り、うち１名は、自身は入社当初は厚生年金保険に加入しておらず、会

社に厚生年金保険の加入の希望を伝えたところ、加入すると時給が低く

なると言われたものの、厚生年金保険に加入した旨を供述しているほか、



                      

  

ほかの１名は、厚生年金保険に加入すると時給が低くなるため、加入し

ていない者もいた旨を供述していることから、同社においては、必ずし

も全ての派遣社員が厚生年金保険に加入していたわけではなかったこと

がうかがえる。 

   加えて、Ａ社は、申立期間①における人事記録等の資料を保管してい

ないことから、申立人の在籍について不明である旨を回答している上、

同社が保管している当該期間の厚生年金保険被保険者資格の得喪に係る

届出の中には、申立人の名前は確認できないと回答しているほか、申立

人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確

認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間②について、申立人が記憶する派遣先事業所のＥ社の正社員

の証言から、当該期間において申立人が同社Ｇ事業所に勤務していたこ

とは推認できる。 

   しかし、申立人のＢ社に係る雇用保険の被保険者資格の取得日は、オ

ンライン記録と一致しているところ、申立人と同日に同社において厚生

年金保険の被保険者資格を取得している複数の同僚は、自身が同資格を

取得するより前から同社に勤務していた旨を供述しており、これらの者

についても、雇用保険と厚生年金保険の被保険者資格の取得日は一致し

ていることが確認できる。 

   また、上記複数の同僚のうち２名は、自身はＢ社の入社時から厚生年

金保険へ加入を希望していたにもかかわらず、同社から、６か月以上の

長期の雇用契約ではない者は厚生年金保険に加入できない旨の説明があ

り、３か月更新など６か月に満たない雇用契約だった期間は加入できな

かった旨を供述しているところ、申立人は、同社における雇用契約の内

容を具体的に記憶していない上、雇用契約書等の資料を所持していない。 

   さらに、Ｃ社は、申立期間②における人事記録等の資料を保管してい

ないことから、申立人の在籍について不明である旨を回答している上、

申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実

を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5977 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16 年２月３日から同年４月１日まで 

    私は、平成 16 年２月３日から同年８月２日までＡ社（後にＢ社。現

在はＣ社）からＤ社に派遣社員として勤務していたが、同年２月３日か

ら同年４月１日までの厚生年金保険の被保険者記録が無い。申立期間を

被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が保管する申立人に係る人事情報及び雇用保険の加入記録から、

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料は控除して

いないと回答しているところ、事業主が保管する申立人に係る賃金台帳か

ら、申立期間の厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている

複数の同僚は、「登録派遣の場合、厚生年金保険の加入時期については、

派遣開始後しばらく後になる旨の説明を事業所から受けていた。」と述べ

ている。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5978 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年６月１日から９年２月 26 日まで 

    Ａ社において厚生年金保険被保険者であった期間のうち、申立期間に

ついて、標準報酬月額が９万 8,000 円となっている。私は、昭和 53 年

６月１日に同社に入社し、平成７年９月頃から代表取締役に就任した。

９年頃に同社の経営が急に悪化し、同年２月 20 日に不渡手形を出して

しまったため、同日をもって同社を任意整理した。しかしながら、当時、

私の役員報酬は減額しておらず、標準報酬月額は当時の最高額であった

はずであり、申立期間の標準報酬月額が、なぜ９万 8,000 円となってい

るのか心当たりがない。調査をして申立期間の標準報酬月額に係る記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録から、申立期間の標準報酬月額については、当初、59

万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくな

った日（平成９年２月 26 日）より後の同年３月 12 日付けで、遡って９万

8,000 円に訂正処理されていることが確認できる。 

   しかしながら、Ａ社に係る閉鎖登記簿謄本から、申立人が申立期間当時、

同社の代表取締役であったことが確認できる。 

   また、申立人は、「Ａ社は、平成９年２月に不渡手形を出したため、従

業員を同年２月中旬頃に全員解雇し、会社を任意整理した。社会保険事務

所（当時）から厚生年金保険の加入解除手続に来てほしいとの連絡があり、

当社の社会保険担当者が、数回社会保険事務所に訪問したことを記憶して

いる。当時は銀行取引が停止していたため、同年１月の厚生年金保険料は

納付できなかったと思う。」と述べていることから、申立人が標準報酬月



                      

  

額の減額処理に同意し、同年１月の厚生年金保険料に充当したものと考え

るのが自然である。 

   さらに、Ａ社は、当時Ｂ厚生年金基金に加入していたが、同基金は平成

12 年に解散していることから、同基金を継承した企業年金連合会に、申

立人の申立期間に係る標準給与月額について照会したところ、「申立人の

標準給与月額は、７年６月から９年１月まで９万 8,000 円となってい

る。」と回答しており、オンライン記録における申立人の標準報酬月額の

記録と一致している。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人

が、自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、その処理が有効なも

のではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間につい

て、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5979 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年４月 28 日から同年９月 16 日まで 

             ② 昭和 34 年９月１日から 39 年１月 15 日まで 

    私は、昭和 34 年９月１日から 39 年１月 14 日まで、Ｂ社に勤務して

いた。結婚のため退職することとなった時に、同社の事務担当者が厚生

年金保険についてどうするかと聞きに来て、よく分からないままに厚生

年金保険をやめると返事をした記憶はあるが、同社に勤務した期間の脱

退手当金について受け取った覚えはない。また、ほかの会社の退職時に

は、いずれもそのようなことを聞かれた覚えはなく、昭和 33 年４月 28

日から同年９月 15 日まで勤めたＡ社については、脱退手当金の手続を

していないはずである。 

    調査して申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されてい

るページとその前後５ページに記載されている女性 61 名のうち、申立人

の厚生年金保険被保険者資格喪失月である昭和 39 年１月の前後２年以内

に資格喪失した者 10 名の脱退手当金の支給記録を調査したところ、９名

について脱退手当金の支給記録が確認できるとともに、申立人は、退職時

に事務担当者から脱退手当金について説明を受けたと供述している上、支

給記録のある同僚のうち１名は、事業主による代理請求があった旨の証言

をしていることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主

による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

   また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、

脱退手当金の支給を意味する「脱」の押印が確認できる。 



                      

  

   さらに、申立期間に係る脱退手当金は、Ｂ社における厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約５か月後の昭和 39 年６月 18 日に支給決定されてい

る上、Ａ社及びＢ社を合算した支給月数並びに支給額に計算上の誤りは無

い。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5980 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 10 月８日から 41 年８月 15 日まで 

    私の年金記録を確認したところ、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務してい

た期間に係る厚生年金保険の被保険者期間が、脱退手当金を支給済みの

記録になっていた。私は手続した覚えが無く、脱退手当金を受け取って

いないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人と同時期にＡ社を退職し、脱退手当金の支給記録がある同僚は、

「会社が一括して脱退手当金の事務手続をした。」と証言しており、申立

人についてもその委任に基づき事業主による代理請求が行われた可能性が

高いものと考えられる。 

   また、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には脱退

手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間の脱退

手当金は、支給月数及び支給金額に誤りは無く、同社に係る厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 41 年９月 27 日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5981 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年５月１日から 35 年６月１日まで 

    私は、昭和 32 年５月１日から 35 年５月 31 日まで、Ａ社（現在は、

Ｂ社）に勤務した。その後、再就職はしなかったが、機会があれば再就

職する意思は持ち続けていた。10 年ほど前に社会保険事務所（当時）

に出向き、過去の勤務期間について調べてもらったところ、脱退手当金

を支給されたことになっていることを知った。その時の窓口の説明は納

得いかなかったが、今回、年金事務所から脱退手当金についての確認は

がきが届いたことにより第三者委員会への申立てに至ったものである。

私には脱退手当金を受給した記憶は無いので、調査して申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退

手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間

の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

   また、申立人の脱退手当金は、昭和 36 年９月 20 日に支給決定されてい

るが、当時は通算年金制度創設前である上、申立人はＡ社における厚生年

金保険被保険者資格を 35 年６月１日に喪失後、53 年３月１日に国民年金

に加入するまで年金制度への加入歴が無いことを踏まえると、申立人が脱

退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5982 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年４月３日から 37 年２月１日まで 

    年金記録を確認したところ、申立期間については脱退手当金が支給さ

れた記録になっていることを知ったが、私は、脱退手当金の請求手続を

したり、お金を受け取ったりしていない。 

    脱退手当金が支給されたとする日には、私は既にＡ市に移っており、

脱退手当金について連絡を受けた記憶は無い。 

    申立期間について、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の申立人が記載されているページとその前後 10 ページに記載されている

女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 37 年

２月１日の前後２年以内に資格喪失した 34 名について脱退手当金の支給

記録を調査したところ、23 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、うち

18 名が資格喪失日から約６か月以内に支給決定されていることを踏まえ

ると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされ

た可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 37 年３

月 23 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5983 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年９月５日から同年 10 月 31 日まで 

             ② 昭和 42 年９月５日から 44 年８月 24 日まで 

    昭和 37 年４月１日から 41 年４月１日までの期間については脱退手当

金を受け取った記憶があるが、その後勤務したＡ社及びＢ社に勤務した

期間については脱退手当金を受け取った記憶が無い。年金記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＢ社に係る事業所別被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味

する表示が記されている。 

   また、申立期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は同一番号で管理

されており、Ｂ社のみの被保険者期間（23 か月）では脱退手当金の支給

要件（24 か月以上の被保険者期間）を満たしていないところ、管轄社会

保険事務所（当時）が同一であったＡ社の被保険者期間（１か月）を加え

て計算されており、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、Ｂ社の厚

生年金保険被保険者の資格喪失日から約３週間後の昭和 44 年９月 12 日に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人は、申立期間前の４年間の厚生年金保険被保険者期間に

ついては脱退手当金を受給しており、申立期間の脱退手当金を受給するこ

とに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無

いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5984 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年 10 月１日から 38 年４月 15 日まで 

             ② 昭和 38 年７月５日から 39 年５月 29 日まで 

    日本年金機構から、昭和 34 年 10 月から 39 年５月にかけて勤務して

いた、Ａ社とＢ社の厚生年金保険の被保険者期間について、既に脱退手

当金を支給している旨の連絡を受けた。当時、育児のために会社は辞め

たが、脱退手当金を請求し受け取った記憶は無い。調査をして申立期間

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る最終事業所であるＢ社の健康保険厚生年金保険

事業所別被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が

記されているとともに、同一の厚生年金保険被保険者記号番号で管理され

た２社にわたる申立期間の脱退手当金は、支給月数に間違いは無い上、支

給額も法定支給額に合致しているなど一連の事務処理に不自然さはうかが

えず、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに申立人に対

する脱退手当金の支給を疑わせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5985 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年５月１日から 45 年９月 27 日まで 

    私の厚生年金保険被保険者記録のうち、Ａ社及びＢ社に係る厚生年金

保険の被保険者期間が脱退手当金を支給済みの記録となっている。 

    Ａ社については、脱退手当金を受給したが、Ｂ社を退職した時に脱退

手当金の手続を行っていないし、受給もしていないので、記録の訂正を

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社における昭和 41 年４月６日から 42 年５月 25 日までの

期間について脱退手当金の受給を認めているところ、当該事業所における

被保険者期間は 13 か月のみであることから、脱退手当金の支給要件（被

保険者期間 24 か月以上）を満たすことにならないため、申立期間のＢ社

における被保険者期間も併せて受給したと考えるのが自然である。 

   また、複数の事業所に係る脱退手当金をまとめて受給した場合、最終事

業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に、脱退手当金の支給を意

味する「脱」の表示を記すこととされているところ、Ａ社の後に勤務した

Ｂ社に係る申立人の被保険者原票には、「脱」の表示が記されているとと

もに、Ａ社及びＢ社における被保険者期間の全てを基礎とした脱退手当金

の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない上、申立人から聴取しても申立期間について脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5986 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年９月１日から 43 年４月１日まで 

    日本年金機構から脱退手当金についての確認はがきが届き内容を確認

したところ、Ａ社に勤務した期間が脱退手当金を支給済みとのことだっ

た。 

    脱退手当金の手続を行った覚えは無く、受領した覚えも無いので、申

立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立人の原票の前

後 20 名にある脱退手当金の受給要件を満たしている女性のうち、申立人

の資格喪失日前後２年以内に資格を喪失した者は４名おり、うち２名につ

いて脱退手当金の支給記録が確認できる上、脱退手当金支給記録がある同

僚の１名は、「当時、会社の計理士が退職時に手続をしていた。」と述べ

ていることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主によ

る代理請求がなされた可能性がうかがわれる。 

   また、Ａ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票の備考欄

には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載されているととも

に、支給月数に誤りは無い上、支給額も法定支給額に合致しており、厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 43 年６月 10 日に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5987 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年５月 16 日から 37 年 10 月 26 日まで 

             ② 昭和 37 年 11 月１日から 41 年４月 10 日まで 

    日本年金機構から脱退手当金の確認はがきが届き、Ａ社（現在は、Ｂ

社）とＣ社に勤務した期間の厚生年金保険の被保険者期間が脱退手当金

を支給済みとなっていることを知った。私は、脱退手当金の手続を行っ

ていないし、脱退手当金を受け取った記憶が無いので、申立期間の記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金

の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、同一の厚生年金

保険被保険者台帳記号番号で管理された２社にわたる申立期間の脱退手当

金は、支給月数に誤りは無く、同社に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約５か月後の昭和 41 年９月８日に支給決定されていることが確認

でき、支給金額は法定支給額と一致するなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5988（事案 5086 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年 12 月 22 日から 28 年４月１日まで 

             ② 昭和 41 年４月頃から同年８月頃まで 

             ③ 昭和 50 年７月頃から同年 10 月頃まで 

             ④ 昭和 55 年４月頃から同年７月頃まで 

             ⑤ 昭和 55 年７月頃から 56 年９月頃まで 

             ⑥ 昭和 56 年 10 月頃から 57 年５月頃まで 

    私は、Ａ社に昭和 27 年６月に入社し、28 年３月 31 日まで勤務した。

記録の訂正を申し立てた結果、厚生年金保険の同社における資格喪失日

は、昭和 27 年 10 月 22 日から同年 12 月 22 日に訂正された。しかし、

離職した理由は父親が病気になり、家業を手伝わなくてはならなかった

ためで、28 年３月 31 日まで勤務した記憶もはっきりしている。申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    また、前回、訂正不要とされたＢ社、Ｃ社、Ｄ社、Ｅ社及びＦ社につ

いても再度審議をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

から、当該期間において被保険者資格を有する複数の同僚に、申立人の勤

務実態について確認しても、申立人を記憶する者はおらず、申立人の勤務

形態及び保険料の控除に係る供述を得ることができなかった。 

   申立期間③については、申立人はＣ社で一緒に勤務していた同僚の名前

を覚えていない上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

被保険者資格を有する複数の同僚に、申立人の勤務実態について確認して

も、申立人を記憶する者はおらず、申立人の勤務形態及び保険料の控除に



                      

  

係る供述を得ることができなかった。 

   申立期間④については、オンライン記録によると、Ｄ社は厚生年金保険

の適用事業所となっておらず、同社の代表取締役も当該期間当時、厚生年

金保険の被保険者となっていないことが確認できる。 

   申立期間⑤については、オンライン記録によると、Ｅ社は、平成元年４

月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、当該期間当時は適用事

業所となっていないことが確認できる。 

   申立期間⑥については、申立人は「Ｆ社には当時の同僚が在職している

ので、この方の記録を確認すれば自分の年金記録が確認できるはずであ

る。」と主張しているが、当該期間当時、同社は厚生年金保険の適用事業

所となっておらず、同社の現在の事業主から、「当該期間当時、会社は厚

生年金保険には加入していなかった。」との意見を得ている上、オンライ

ン記録から上記の同僚は当該期間において、厚生年金保険の被保険者では

なかったことが確認できる。 

   以上のことから、申立人は、申立期間②から⑥までについて、厚生年金

保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできないとして、既に当委員会の決定に基づく 23 年２

月２日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、申立期間②から⑥までについて、新たな事情は無いが、再度

審議をしてほしいと主張しているが、これは委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情とは認められない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②から⑥までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社を離職した理由及び離職日につい

て、実家の父が病気になったため、家業の手伝いをしなくてはならなかっ

たので離職日は昭和 28 年３月 31 日であると主張している。 

   しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、当

該期間において被保険者資格を有する複数の同僚に、申立人の勤務実態に

ついて確認しても、申立人を記憶する者はおらず、申立人の勤務形態及び

厚生年金保険料の控除に係る供述を得ることができなかった。 

   また、上記複数の同僚は一様に「Ａ社において、厚生年金保険に加入し

ていた期間は勤務していた期間と同じである。」と回答している。 

   さらに、Ａ社から、当該期間における人事資料は無く、申立人の保険料

控除について確認ができないとの回答を得ている。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5989 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年２月５日から 33 年４月１日まで 

    年金支給が始まった時、社会保険事務所（当時）から「脱退手当金を

受給している。」と言われたが、そのような記憶は全く無い上、その時

まで脱退手当金制度があることすら知らなかった。 

    脱退手当金の請求手続をしたことや、お金を受け取ったことは記憶に

無いので、申立期間の記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の申立人が記載されているページとその前後５ページに記載されている女

性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 33 年４

月１日の前後２年以内に資格喪失した 27 名について脱退手当金の支給記

録を調査したところ、16 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、うち 14

名が資格喪失日から約６か月以内に支給決定されている。 

   また、申立人と同時期に退職し受給記録が存在する女性は、事業所を通

じて脱退手当金を受領したと供述していることを踏まえると、申立人につ

いてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いも

のと考えられる。 

   さらに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 33 年

７月 24 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5990 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年７月５日から 42 年４月 12 日まで 

             ② 昭和 42 年５月 26 日から 44 年４月 16 日まで 

    平成 14 年に社会保険事務所（当時）に年金の裁定請求手続に行った

際、申立期間①及び②の期間は脱退手当金が支給された記録になってい

ることを知ったが、脱退手当金の請求手続をしたことや、お金を受け取

ったことは記憶に無かった。 

    平成 22 年９月頃、日本年金機構から脱退手当金に関するはがきが自

宅に届き、調べてもらえるとのことだったので、申し立てることにした。 

    調査の上、申立期間①及び②の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を

意味する「脱退」の押印がされているとともに、申立期間①及び②の脱退

手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 44 年６月 26 日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人は、申立期間前の５年１か月の厚生年金保険被保険者期間

については脱退手当金を受給しており、申立期間の脱退手当金を受給する

ことに不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5991 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年４月２日から 29 年４月 21 日まで 

    平成元年頃、社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の記録を確認し

た際、Ａ社に勤務した期間については、脱退手当金を支給済みであると

言われた。その後、何回か脱退手当金支給済みの記録について調査を依

頼したが、詳しい回答が無いままであった。昨年９月頃、日本年金機構

から脱退手当金に関するはがきが自宅に届いたため、今回の申立てに至

った。 

    自宅に保管していた当時の資料の中には、脱退手当金の入金に関する

資料は見当たらない。もし、支払がされているのならば、その明細や支

払方法を示してほしい。私は、脱退手当金の請求手続や、お金を受け取

った記憶も無いので、申立期間の記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る脱退手当金は、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

８か月後の昭和 29 年 12 月 20 日に支給決定されているほか、申立人の厚

生年金保険被保険者台帳には、申立期間に係る脱退手当金を支給したこと

が記録されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人の脱退手当金は昭和 29 年 12 月 20 日に支給決定されてい

るが、当時は通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保

険者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、当時、再就職

する考えが無かったと述べるとともに、その後厚生年金保険への加入歴が

無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5992 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年５月６日から 37 年５月１日まで 

             ② 昭和 37 年７月１日から 41 年９月３日まで 

             ③ 昭和 41 年 10 月２日から 42 年７月 21 日まで 

    日本年金機構から、脱退手当金の確認はがきが届いたので内容を確認

したところ、年金事務所から３か所の事業所における厚生年金保険被保

険者期間が脱退手当金を支給済みとなっている説明を受けた。しかし、

脱退手当金の手続をした覚えも受け取った覚えも無いので、申立期間の

厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る事業所別被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記されているとともに、同一の厚生年金保険被保険者

台帳記号番号で管理された３社にわたる申立期間の脱退手当金は、支給月

数に誤りは無い上、支給額も法定支給額に合致しているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5993 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年５月 17 日から 42 年４月１日まで 

    平成 16 年２月頃に社会保険事務所（当時）で年金記録を確認した際、

脱退手当金を受給したことになっていることを初めて知った。 

    脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間の記録を訂正してほ

しい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の申立人が記載されているページとその前後 10 ページに記載されている

女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 42 年

４月１日の前後３年以内に資格喪失した 12 名について脱退手当金の支給

記録を調査したところ、10 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、全員

が資格喪失日から約６か月以内に支給決定されている。 

   また、文書照会に回答した同僚１名は、「当時、庶務課の担当者が、退

職する従業員に対し口頭で脱退手当金についての説明を行っていた。また、

従業員に代わり事業所が脱退手当金の請求手続を行っていたと思う。」と

供述している。 

   さらに、被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示

が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の

誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か

月後の昭和 42 年６月７日に支給決定されているなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


